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平成２１年９月甲良町議会定例会会議録 

平成２１年９月９日（水曜日） 

 

◎本日の会議に付した事件（議事日程） 

第１       会議録署名議員の指名 

第２       会期の決定 

第３ 報告第４号 平成２０年度甲良町財政健全化判断比率の報告について 

第４ 報告第５号 平成２０年度甲良町下水道事業特別会計資金不足比率の 

報告について 

第５ 報告第６号 平成２０年度甲良町水道事業会計資金不足比率の報告に 

ついて 

第６ 認定第１号 平成２０年度甲良町一般会計歳入歳出決算認定について 

第７ 認定第２号 平成２０年度甲良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

認定について 

第８ 認定第３号 平成２０年度甲良町老人保健医療事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

第９ 認定第４号 平成２０年度甲良町下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

第10 認定第５号 平成２０年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

第11 認定第６号 平成２０年度甲良町土地取得造成事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

第12 認定第７号 平成２０年度甲良町墓地公園事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

第13 認定第８号 平成２０年度甲良町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

第14 認定第９号 平成２０年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

第15 認定第10号 平成２０年度甲良町水道事業会計歳入歳出決算並びに事

業報告の認定について 

第16 議案第31号 彦根市と定住自立圏形成協定を締結することにつき、議

決を求めることについて 

第17 議案第32号 甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例 

第18 議案第33号 甲良町税条例の一部を改正する条例 
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第19 議案第34号 甲良町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

第20 議案第35号 甲良町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

第21 議案第37号 甲良町デイサービスセンター「せせらぎ」の指定管理者

の指定につき、議決を求めることについて 

第22 議案第38号 甲良町デイサービスセンター「けやき」の指定管理者の

指定につき、議決を求めることについて 

第23 議案第39号 甲良町グループホーム「らくらく」の指定管理者の指定

につき、議決を求めることについて 

第24 議案第40号 甲良町農村総合整備モデル事業分担金徴収条例を廃止す

る条例 

第25 議案第41号 町道の廃止及び認定について 

第26 議案第42号 琵琶湖東北部広域市町村圏協議会規約の変更につき、議

決を求めることについて 

第27 議案第43号 滋賀県後期高齢者医療広域連合規約の変更につき、議決

を求めることについて 

第28 議案第44号 滋賀県市町村職員退職手当組合規約の変更につき、議決

を求めることについて 

第29 議案第45号 滋賀県市町村職員退職手当組合規約の変更につき、議決

を求めることについて 

第30 議案第46号 平成２１年度甲良町一般会計補正予算（第３号） 

第31 議案第47号 平成２１年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算（第 

１号） 

第32 議案第48号 平成２１年度甲良町老人保健医療事業特別会計補正予算 

（第１号） 

第33 議案第49号 平成２１年度甲良町下水道事業特別会計補正予算（第１

号） 

第34 議案第50号 平成２１年度甲良町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

第35 議案第51号 平成２１年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第１号） 

第36 議案第52号 滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び滋賀県市町村議会議員公務災

害補償等組合規約の一部変更に関する協議について 

第37 議案第53号 滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び滋賀県市町村議会議員公務災

害補償等組合規約の一部変更に関する協議について 

第38 議案第54号 損害賠償の額を定めることについて 
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◎会議に出席した議員（１２名） 

   １番 濱 野 圭 市 ２番 丸 山 恵 二 

   ３番 木 村   修 ４番 金 澤   博 

   ５番 山 﨑 昭 次 ６番 宮 嵜 光 一 

   ７番 建 部 孝 夫 ８番 藤 堂 一 彦 

   ９番 西 澤 伸 明 １０番 藤 堂 与三郎 

  １１番 北 川 豊 昭 １２番 山 田 壽 一 

 

◎会議に欠席した議員 

   な  し 

 

◎会議に出席した説明員 

 町 長 山 﨑 義 勝 教 育 長 藤 原 新 祐 

 総 務 主 監 野 瀬 喜久男 会計管理者 橋 本 敏 治 

 教 育 次 長 川 並 孝 一 保健福祉主監 山 﨑 義 幸 

 産業振興主監 茶 木 朝 雄 建設水道主監 中 山   進 

 人 権 主 監 米 田 義 正 総 務 課 長 山 本 貢 造 

 税 務 課 長 小 川 昭 雄 人権推進課長 山 本 一 孝 

 保健福祉課長 大 橋 久 和 学校教育課長 奥 川 喜四郎 

 建 設 課 長 若 林 嘉 昭 

 

◎議場に出席した事務局職員 

 事 務 局 長 村 田 和久廣 書 記 宝 来 正 恵 
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（午前 ９時０８分 開会） 

○山田議長 ただいまの出席議員数は１２人であります。 

 議員定足数に達しておりますので、平成２１年９月甲良町議会定例会を開

会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布いたしておきましたとおりであります。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、１１番 北川議員および１番 濱野議員を指名

いたします。 

 次に、日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２５日までの１７日間といたしたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山田議長 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から９月２５日までの１７日間と決定い

たしました。 

 これより、町長のあいさつ、行政報告ならびに提案説明を求めます。 

 山﨑町長。 

○山﨑町長 本日、平成２１年９月甲良町議会定例会を招集いたしましたとこ

ろ、議員各位におかれましては、大変お忙しいところをご出席をいただきま

して、まことにありがとうございます。 

 平素は、町行政全般にわたりまして、格別のご支援・ご協力を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 

 提案説明に先立ち、若干の行政報告をいたします。 

 本年５月下旬から７月上旬にかけて開催した集落ミーティングは、新総合

計画にテーマを絞り、ワークショップ方式で住民の皆さんと意見交換をさせ

ていただきました。行政各分野における多くの意見と提案を伺うことができ

ました。９月５日には総合計画策定にあたり、調査、作業、会議を通してま

とめていただいた滋賀県立大学地域診断チーム、町若手職員の新時代プロジ

ェクトチーム、町民委員と役場職員合同で構成する策定委員会の３チームか

ら６テーマについて分野別の発表がありました。先に実施した町民アンケー

トを含め、総合計画の基本構想および計画に反映していきたいと考えます。

この後、調査報告や計画素案を総合計画審議会に諮問し、委員による審議を

お願いするものであります。 

 また、６月下旬から８月上旬まで各集落で農業集落懇談会を開催いたしま
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した。「これからの農業振興」をテーマに意見交換をさせていただき、補助制

度の拡充、直販所の計画、稲作から園芸作物への転換、生産組合の法人化へ

の支援など多くの意見を寄せていただきました。今後、地域が活き活きする

農業振興方策やふるさと交流村計画につながるよう、努力してまいりたいと

考えています。 

 また、今年度の重点事業である地域介護・福祉空間・子育て支援センター

の建設工事と呉竹地域総合センターの改築工事は、既に事業に着手をしてお

ります。この施設整備がソフト補完と相まって事業の目的が達せられるよう、

皆様のご支援をよろしくお願いするものであります。 

 それでは、本日、提案をさせていただきます案件について、その概要をご

説明申し上げます。 

 報告第４号から報告第６号は、財政健全化判断比率および公営企業会計の

資金不足比率の報告でございます。地方公共団体の財政の健全化に関する法

律の施行に伴い、前年度から財政健全化判断比率および公営企業会計におけ

る資金不足比率を監査委員の審査に付し、議会に報告し公表することが義務

づけられました。 

 平成２０年度の状況は、実質赤字比率は、実質収支が黒字のため比率は算

出されません。特別会計および公営企業会計を含めた本町全体の連結実質赤

字比率につきましても、実質収支が黒字のため、比率は算出されません。 

 実質公債費比率につきましては、対前年５．２ポイントの減少をし、７．６％

になりました。将来負担比率につきましては、１９．７％になりました。 

 公営企業会計における資金不足比率につきましては、下水道事業会計およ

び水道事業会計の各会計とも資金不足を生じておりませんので、比率は算出

されません。引き続き、各会計とも財政の健全化に向けて努力する所存でご

ざいます。 

 認定第１号から認定第１０号は、平成２０年度甲良町一般会計および９特

別会計・企業会計の歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 

 平成２０年度は、真に必要とされる施策への財源の計画的重点配分により

施策を行い、その主な成果といたしましては、まちづくり施策として、各集

落のむらづくり活動事業の推進、青少年育成・子育て支援施策として、子育

て支援センターの充実、児童クラブの運営、乳幼児福祉医療費の無料化、福

祉施策として、冬期生活支援助成事業、心身障害者医療費助成事業、在宅高

齢者介護用品支給事業、農業農村振興施策として、町内の園芸作物の推進を

図るため、集落や農業団体に対するパイプハウスの購入事業の充実、地域農

産物開発事業、教育・文化振興施策として、中学生海外派遣研修事業、町指

定文化財説明板設置事業、観光施策として、日光市姉妹都市提携３０周年記
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念事業、せせらぎ夏まつり事業、環境施策として、下水道事業の推進、地域

新エネルギービジョン策定事業、安心安全のまちづくりとして、一時避難所

施設耐震補強設計業務、防火水槽設置事業、公共事業として、町道新設改良

事業など、あらゆる分野において諸事業の推進を図ってまいりました。 

 また、財政面では、普通会計における決算額を前年度と比較しますと、歳

入総額が３４億９，４４６万９，０００円で０．８％増、歳出総額が３３

億３，６９２万６，０００円で１．９％の減となっております。実質収支

は７，８０４万４，０００円、実質収支比率は３．４％、単年度収支は１，４６６

万１，０００円の黒字となりました。 

 財政の硬直化を示す経常収支比率は９１．９％となり、前年度を３．７ポ

イント下回り、改善が図れました。 

 歳入面で、経常収入である町税が約５，３００万円の増、普通交付税が

約６，２００万円の増となるなど、経常収入全体で約１億円の増となりまし

た。 

 これに対し、歳出面の経常経費では、人件費で約２，７００万円の減、公

債費で約７，１００万円の減となり、経費節減の成果は見られたものの、物

件費で約３，３００万円の増、補助費で約３，８００万円の増、操出金で

約３，７００万円の増となったため、経常経費全体では１，２００万円の増

額となりました。これらのことが経常収支比率を引き下げる結果となりまし

た。今後も引き続き改革を進めることで比率の上昇を抑制しなければなりま

せん。 

 また、地方債現在高につきましては、公的資金の繰上償還を実施したこと

等により、対前年２億８，５８３万８，０００円減の３８億７，９８７

万９，０００円で、４年連続の減額となりました。そして、地方債現在高比

率につきましても、対前年１０．６ポイント減少し、１７０．３％になり、

改善を図ることができました。 

 また、積立金現在高につきましては、対前年３１９万５，０００円の減の９

億４，５５４万７，０００円となり、公的資金の繰上償還のために減債基金

を取り崩したことにより昨年度を下回りました。 

 今後の財政運営におきましては、引き続き歳入歳出一体の改革により、さ

らに厳しい財政状況となることから、集中改革プランに挙げました改革方針

に基づき、新たな収入財源の確保、徹底した歳出全般の見直しを図ることに

より、効率的な行財政運営に取り組む所存であります。 

 次に、議案第３１号は、定住自立圏構想推進要綱に基づき、人口定住のた

めに必要な生活機能の確保に向けて取り組む事項や、それぞれが果たす役割

などを定めた湖東定住自立圏形成協定を彦根市と締結することについて、議
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会の議決を求めるものであります。 

 議案第３２号は、甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例で、町独自で行う今後の公共交通のあ

り方計画や彦根愛知犬上で共同して策定する公共交通総合連携計画について、

その協議をお願いする甲良町地域公共交通会議委員の日額報酬を定めるもの

であります。 

 議案第３３号および議案第３４号は、地方税法等の一部を改正する法律が

施行されたことに伴い、甲良町税条例および甲良町国民健康保険税条例の一

部を改正するものであります。 

 議案第３５号は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が施行された

ことに伴い、甲良町国民健康保険条例の一部を改正するものであります。 

 議案第３７号から議案第３９号までは、デイサービスセンターとグループ

ホームの指定管理者の指定をお願いするものであります。 

 議案第４０号は、農村総合整備モデル事業の完了に伴い、当条例を廃止す

るものであります。 

 議案第４１号は、町道の廃止１件、認定３件をお願いするものであります。 

 議案第４２号から議案第４５号および議案第５２号、議案第５３号は、協

議会、広域連合および組合を構成する虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、

余呉町および西浅井町が、配置分合により平成２１年１２月３１日をもって

廃止され、また、安土町が平成２２年３月２０日をもって廃止され、それぞ

れの団体を脱退することにより、組合等を組織する地方公共団体の数の減少

および、このことに伴う規約の改正議決をお願いするものであります。 

 議案第４６号は、平成２１年度甲良町一般会計補正予算（第３号）

で、６，６７５万円を増額し、補正後の予算額を３９億４，３３４万３，０００

円とするものでございます。 

 主な内容といたしましては、社会福祉費で自立支援の補助金返還金の増額、

児童福祉費で子育て応援手当の増額、道路橋梁費で道路維持補修および町道

新設改良費の増額によるものでございます。 

 議案第４７号は、平成２１年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）で、２，２２８万５，０００円を増額し、補正後の予算額を９億５６９

万１，０００円とするものでございます。 

 主な内容としましては、保険財政安定化拠出金の増額、補助金返還金の増

額によるものでございます。 

 議案第４８号は、平成２１年度甲良町老人保健医療事業特別会計補正予算

（第１号）で、３２６万１，０００円を増額し、補正後の予算額を６５１

万３，０００円とするものでございます。 
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 主な内容としましては、医療費負担金過年度分の収入によるものです。 

 議案第４９号は、平成２１年度甲良町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）で、６６９万８，０００円を増額し、補正後の予算額を５億２６１

万９，０００円とするものでございます。 

 主な内容としましては、繰越金の増額によるものです。 

 議案第５０号は、平成２１年度甲良町介護保険特別会計補正予算（第１号）

で、１，３５０万４，０００円を増額し、補正後の予算額を５億６，５５５

万７，０００円とするものでございます。 

 主な内容としましては、国庫負担金等の精算に伴う補助金返還金の増額に

よるものでございます。 

 議案第５１号は、平成２１年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第１号）で、６０万９，０００円を増額し、補正後の予算額を５，９５８

万１，０００円とするものでございます。 

 主な内容としましては、後期高齢者医療広域連合納付金の増額によるもの

でございます。 

 議案第５４号は、財物事故による損害の額を定めることについて、議決を

お願いするものであります。 

 以上、簡単ではございますが、本日提出いたしました案件について、その

概要を申し上げました。何とぞよろしくご審議いただき、適切な認定、議決

等を賜りますようお願い申し上げまして、提案説明といたします。よろしく

お願いいたします。 

○山田議長 それでは、日程第３ 報告第４号から日程第５ 報告第６号まで

を一括議題といたします。 

 報告書が提出されていますので、報告を求めます。 

 総務課長。 

○山本総務課長 それでは、報告第４号 平成２０年度甲良町財政健全化判断

比率の報告についてご説明を申し上げます。これにつきましては、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律の規定によりまして報告をさせていただく

ものでございます。 

 お開きをいただきたいと思います。 

 まず、１番の実質赤字比率でございます。平成２０年度実質赤字比率は出

ないというものでございます。２点目、連結実質赤字比率、これにつきまし

ても黒字のため、実質赤字比率は出ないというものでございます。３点目、

実質公債費比率７．６％、４点目、将来負担比率１９．７％でございました。 

 続きまして、報告第５号でございます。平成２０年度甲良町下水道事業特

別会計資金不足比率の報告についてでございます。 
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 お開きをいただきたいと思います。 

 資金不足比率、平成２０年度、資金不足は生じていないため、比率は算出

されないというものでございます。 

 続いて、報告第６号でございます。平成２０年度甲良町水道事業会計資金

不足比率の報告についてでございます。 

 お開きをいただきまして、平成２０年度資金不足は生じていないというこ

とで、これにつきましても比率は算出されないというものでございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田議長 これをもって報告を終わります。 

 ここで、監査委員の木村議員から、平成２０年度甲良町財政健全化判断比

率、同じく下水道事業特別会計資金不足比率ならびに水道事業会計資金不足

比率の審査意見書が提出されていますので、その報告を求めます。 

 木村議員。 

○木村議員 それでは、平成２０年度の財政健全化判断比率および下水道、水

道事業の資金不足比率の審査意見の報告を申し上げます。 

 まず、財政健全化比率ですが、書類はいずれも適正に作成されているもの

と認められました。 

 実質赤字比率、連結赤字比率につきましては、実質収支は黒字のため、実

質赤字比率は算出されていませんでした。実質公債費比率につきまして

は７．６％となっており、基準の２５％と比較するとこれを下回り良好であ

りました。将来負担比率につきましても、１９．７％となっており、基準

の３５０％と比較するとこれを下回り良好であると認めました。特に指摘す

べき事項はありませんでした。 

 次に、下水道事業、水道事業会計の資金不足の比率でありますが、双方と

も適正に書類は作成しているものと認められました。 

 資金不足比率につきましては、資金不足は生じていないため算出されてい

ませんでした。特に指摘すべき事項はありませんでした。 

 以上でございます。 

○山田議長 ありがとうございました。 

 以上で、報告は終わります。 

 次に、日程第６ 認定第１号から日程第１５ 認定第１０号までの１０議

案を一括議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 認定第１号 平成２０年度甲良町一般会計歳入歳出決算認定

について。 
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 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 認定第２号 平成２０年度甲良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 認定第３号 平成２０年度甲良町老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算

認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 認定第４号 平成２０年度甲良町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 認定第５号 平成２０年度甲良町甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 認定第６号 平成２０年度甲良町土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算

認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 認定第７号 平成２０年度甲良町墓地公園事業特別会計歳入歳出決算認定

について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 認定第８号 平成２０年度甲良町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 上記の議案を提出する。 
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 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 認定第９号 平成２０年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 認定第１０号 平成２０年度甲良町水道事業会計歳入歳出決算並びに事業

報告の認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 以上です。 

○山田議長 それでは、認定第１号から認定第９号までは、会計管理者、認定

第１０号は建設水道主監において順次説明を求めます。 

 会計管理者。 

○橋本会計管理者 それでは、私の方から、認定第１号から認定第９号までの

平成２０年度各会計決算認定についてのご説明をさせていただきます。 

 まず、説明に入る前にお願いをしておきたいと思います。歳入につきまし

ては、調停額と収入済み額とが同額の場合につきましては収入済み額のみの

説明とさせていただきます。歳出につきましては支出済み額を中心に説明を

させていただきますので、ご了承をお願いいたしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、認定第１号 平成２０年度甲良町一般会計歳入歳出決算書でご

ざいます。 

 歳入歳出決算額は、ともに３７億２，１３９万２，０００円、歳入決算額

は３４億４，１５７万１，８８１円、歳出決算額は３２億８，４１７

万２，７８７円でございます。差し引き残額が１億５，７３９万９，０９４

円でございます。うち翌年度繰越財源が７，９４９万９，０００円でありま

して、実質残額は７，７９０万９４円でございます。 

 内容につきましては、１ページをお開きをいただきたいと思います。 

 まず、歳入でございます。１款 町税、調停額９億９，０１２万７，２９５

円、収入済み額９億２，８９１万８，３５４円、不納欠損額７１１万２，２１２

円、収入未済額５，４０９万６，７２９円、２款 地方譲与税、収入済み

額４，３１０万円、３款 利子割交付金３２３万７，０００円、４款 配当

割交付金１１８万２，０００円、５款 株式等譲渡所得割交付金４１
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万８，０００円、６款 地方消費税交付金６，０９１万８，０００円、７款

 自動車取得税交付金２，５５９万９，０００円、８款 地方特例交付

金１，１１０万５，０００円、９款 地方交付税１５億４，５４８万９，０００

円、１０款 交通安全対策特別交付金、収入済み額１４９万６，０００円、１１

款 分担金及び負担金、調停額４，１０８万４，７７９円、収入済み

額４，００４万８，７２７円、１２款 使用料及び手数料、調停額４，９２８

万８，７４８円、収入済み額２，９８３万４，７３１円、１３款 国庫支出

金、調停額４億３，８７２万１，２３８円、収入済み額１億８，０４５

万９，２３８円、１４款 県支出金、収入済み額１億９，７９６万２，４２３

円、１５款 財産収入、調停額９７０万９，９５４円、収入済み額８８５

万９，９５４円、１６款 繰入金、収入済み額４，４６９万２，１５０円、１７

款 繰越金、６，６３６万２，３１６円、１８款 諸収入、調停額１億１，３２３

万７，４３３円、収入済み額１億１，２９９万６，４３３円、１９款 町債、１

億３，４２１万２，０００円、２０款 寄付金４６８万１，５５５円、歳入

合計額につきましては、調停額３７億８，２６２万３，８９１円、収入済み

額３４億４，１５７万１，８８１円、不納欠損額７１１万２，２１２円、収

入未済額が３億３，３９３万９，７９８円でございます。 

 続きまして、歳出でございます。１款 議会費、支出済み額６，１４８

万３，３２９円、２款 総務費５億２，４０３万４，１８２円、翌年度繰越

額が１億３，２７２万４，０００円、３款 民生費１億４，６０３万９７１

円、翌年度繰越額２億５０３万７，０００円、４款 衛生費３億９５１

万９，７４１円、５款 労働費７４万３，０１８円、６款 農林水産業費１

億８，４７５万２，６４８円、７款 商工費３，５１３万１，２７２円、８

款 土木費６，９２１万１，７９９円、９款 消防費１億１，０４９万３１３

円、１０款 教育費３億６，１８９万６，８４７円、１１款 災害復旧費、

支出はございません。１２款 公債費４億１，９１７万５，０５０円、１３

款 諸支出金１億６，１７０万３，６１７円、１４款 予備費、支出はござ

いません。歳出合計でございます。支出済み額が３２億８，４１７万２，７８７

円、翌年度繰越額３億３，７７６万１，０００円、不用額が９，９３９

万５，２１３円でございます。 

 続きまして、認定第２号でございます。平成２０年度甲良町国民健康保険

特別会計決算でございます。 

 歳入歳出予算額は、ともに９億３，４９６万８，０００円でございます。

歳入決算額は９億３，６０７万８，６４４円、歳出決算額９億２１２

万５，７６７円、差し引き残額は３，３９５万２，８７７円、実質残額も同

額の３，３９５万２，８７７円でございます。 
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 内容につきましては、１ページをお開きをいただきたいと思います。 

 まず、歳入でございます。１款 国民健康保険税、調停額２億４，９２７

万１，６５４円、収入済み額１億９，３４０万３，８５８円、不納欠損額８７６

万２，５６０円、収入未済額が４，７１０万５，２３６円でございます。２

款の使用料及び手数料であります。収入済み額が１万９００円、３款 国庫

支出金２億７，５４９万４，４８６円、４款 療養給付費交付金６，５３５

万１，５６１円、５款 県支出金５，５６７万２１円、６款 共同事業交付

金１億２，６２８万１，８３０円、７款 財産収入９万６，４２７円、８款

 繰入金１億８７万２，３６７円、９款 繰越金１９３万６，８５２円、１０

款 諸収入９１万６，６１９円、１１款 前期高齢者交付金１億１，６０４

万３，７２３円でございます。歳入合計額でございますが、調停額が９

億９，１９４万６，４４０円、収入済み額９億３，６０７万８，６６４円、

不納欠損額８７６万２，５６０円、収入未済額が４，７１０万５，２３６円

でございます。 

 続いて、歳出でございます。１款  総務費、支出済み額３，５１４

万１，５８３円、２款 保険給付費５億８，５８８万１，４８０円、３款 老

人保健拠出金１，０７１万４，８８１円、４款 介護保険納付金３，６５６

万７，２９９円、５款 共同事業拠出金１億９６９万４，１３０円、６款 保

健事業費１，８４４万１，７５６円、７款 基金積立金９万６，４２７円、８

款 諸支出金４３万３，５００円、９款 公債費３９万５，０６７円、１０

款 後期高齢者支援金等、支出済み額１億１６２万２，８０９円、１１款 前

期高齢者納付金等１３万６，８３５円、１２款 予備費については支出はご

ざいません。歳出合計でございます。支出済み額９億２１２万５，７６７円、

不用額が３，２８４万２，２３３円でございます。 

 続きまして、認定第３号 平成２０年度甲良町老人保健医療事業特別会計

決算でございます。 

 歳入支出予算額は、ともに９，７７５万１，０００円、歳入決算額

は９，０２６万１，７４５円、歳出決算額は９，０１６万３，２８３円で、

差し引き残額が９，８４６万２，０００円でございます。実質残額につきま

しても同額の９万８，４６２円でございます。 

 内容につきましては、１ページをお開きをいただきたいと思います。 

 まず、歳入でございます。１款 支払基金交付金、収入済み額４，４５１

万８，１５９円、２款 国庫支出金３，１９７万３，３７３円、３款 県支

出金６９４万１，６６６円、４款 繰入金６４０万５，０００円、５款 繰

越金４５２円、６款 諸収入４２万３，０９５円、歳入合計額につきまして

は、調停額、収入済み額同額の９，０２６万１，７４５円でございます。 
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 続きまして、歳出でございます。１款 総務費６万４，１０２円、２款 医

療諸費７，００６万９，１８１円、３款 諸支出金２，００３万円、４款 公

債費、５款 予備費については支出はございません。歳出合計につきまして

は、支出済み額９，０１６万３，２８３円、不用額が７５８万７，７１７円

でございます。 

 続きまして、認定第４号 平成２０年度甲良町下水道事業特別会計決算で

ございます。歳入歳出予算額は、ともに７億４，３４６万４，０００円、歳

入決算額は７億１，３９３万９，６４０円、歳出決算額７億８２３万９，７６８

円、差し引き残額は５６９万９，８７２円、実質残額も同額の５６９

万９，８７２円でございます。 

 内容については、１ページをお開きをいただきたいと思います。 

 まず、歳入でございます。１款 国庫支出金、収入済み額１億５，０００

万円、２款 繰入金１億５，４２４万３，０００円、３款 諸収入５５３

万８，８４０円、４款 町債２億８，７６０万円、５款 繰越金５６４万３４２

円、６款 財産収入４７万９，５０８円、７款 使用料及び手数料、調停

額７，３３２万２，５８０円、収入済み額６，８５２万８，８５０円、８款

 分担金及び負担金、調停額５，２５５万７，４００円、収入済み額４，１９０

万９，１００円、歳入合計でございます。調停額が７億２，９３８万１，６７０

円、収入済み額７億１，３９３万９，６４０円、収入未済額が１，５４４

万２，０３０円でございます。 

 続いて、歳出でございます。１款  総務費、支出済み額８，０１７

万７，８００円、２款 下水道事業費３億５，３４９万３，０７１円、３款

 公債費２億７，４５６万８，８９７円、予備費については支出はございま

せん。歳出合計であります。支出済み額が７億８２３万９，７６８円、不用

額が３，５２２万４，２３２円でございます。 

 続きまして、認定第５号 平成２０年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特

別会計決算でございます。歳入歳出予算額は、ともに９，２７５万４，０００

円、歳入決算額９，２３６万４，３３９円、歳出決算額９，２３０万５，１４７

円、差し引き残額は５万９，１９２円、実質残額も同額の５万９，１９２円

でございます。 

 内容につきましては、１ページをお開きをいただきたいと思います。 

 歳入でございます。１款 県支出金、収入済み額７０８万７，０００円、２

款 繰入金３，９３７万８，８６７円、３款 諸収入、調停額２億１，６７６

万１，６９７円、収入済み額４，５８３万９，２８０円、４款 繰越金、収

入済み額５万９，１９２円、歳入合計額につきましては、調停額２億６，３２８

万６，７５６円、収入済み額９，２３６万４，３３９円、収入未済額が１
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億７，０９２万２，４１７円でございます。 

 続いて、歳出でございます。１款 総務費９１９万８，５３９円、２款 公

債費８，３１０万６，６０８円、３款 予備費は支出はございません。歳出

合計につきましては、支出済み額が９，２３０万５，１４７円、不用額が４４

万８，８５３円でございます。 

 続きまして、認定第６号 平成２０年度甲良町土地取得造成事業特別会計

決算でございます。歳入歳出予算額は、ともに４４１万２，０００円でござ

います。歳入決算額４４１万５３６円、歳出決算額４４１万円、差し引き残

額は５３６円、実質残額も同額の５３６円でございます。 

 内容については、１ページをお開きをいただきたいと思います。 

 まず、歳入でございます。１款 財産収入４４１万５２４円、２款 繰越

金１２円、３款 諸収入、収入はございません。歳入合計につきましては、

調停額、収入済み額同額の４４１万５３６円でございます。 

 続いて、歳出でございます。１款 公共事業用地取得事業費、支出済み額

は支出はございません。２款 諸支出金４４１万円、３款予備費も支出はご

ざいません。歳出合計につきましては、支出済み額４４１万円、不用額

が２，０００円でございます。 

 続きまして、認定第７号 平成２０年度甲良町墓地公園事業特別会計決算

でございます。歳入歳出予算額は、ともに１，８９４万３，０００円、歳入

決算額は１，８７４万１，４９２円、歳出決算額は１，８６５万６，８６７

円、差し引き残額は８万４，６２５円で、実質残額も同額の８万４，６２５

円でございます。 

 内容につきましては、１ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、歳入でございます。１款 繰越金、収入済み額１２万３，２５０円、２

款 使用料及び手数料６９万円、３款 諸収入３万円、４款 財産収入４

万２，２４２円、５款 繰入金７万円、６款 他会計借入金１，７７８

万６，０００円、歳入合計につきましては、調停額、収入済み額同額

の１，８７４万１，４９２円でございます。 

 続いて、歳出でございます。１款の墓地公園管理費４８万８，３６７円、２

款 公債費１，８１６万８，５００円、３款 予備費については支出はござ

いません。歳出合計につきましては、支出済み額１，８６５万６，８６７円、

不用額が２８万６，１３３円でございます。 

 続きまして、認定第８号 平成２０年度甲良町介護保険特別会計決算でご

ざいます。歳入歳出予算額は、ともに５億７，１１１万２，０００円、歳入

決算額は５億６，９４８万５，９３３円、歳出決算額は５億５，３４５

万４，０３５円、差し引き残額は１，６０３万１，８９８円であります。実
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質残額につきましても同額の１，６０３万１，８９８円でございます。 

 内容につきましては、１ページをお開きをいただきたいと思います。 

 まず、歳入でございます。１款 保険料、調停額９，２８６万７，７５６

円、収入済み額９，０８４万７，６００円、不納欠損額６１０円、収入未済

額が２０１万９，５４６円、２款 使用料及び手数料、収入済み額５，３００

円、３款 国庫支出金１億２，４７１万５１２円、４款 支払基金交付金１

億５，１１３万１，０００円、５款 県支出金７，１４９万４，６０５円、６

款 繰入金９，１１６万９，６７６円、７款 繰越金４，００６万３，８２９

円、８款 諸収入６万３，３６８円、９款 財産収入４３円、歳入合計でご

ざいます。調停額が５億７，１５０万６，０８９円、収入済み額５億６，９４８

万５，９３３円、不納欠損額が６１０円、収入未済額が２０１万９，５４６

円でございます。 

 続いて、歳出でございます。１款  総務費、支出済み額２，９８２

万１，６８９円、２款 保険給付費４億７，７４９万９，３８２円、３款 地

域支援事業費９３５万６６１円、４款 公債費については支出はございませ

ん。５款 基金積立金３，４４４万３４５円、６款 諸支出金２３４

万１，９５８円、７款 予備費については支出はございません。歳出合計に

つきましては、支出済み額５億５，３４５万４，０３５円、不用額が１，７６５

万７，９６５円でございます。 

 続きまして、認定第９号 平成２０年度甲良町後期高齢者医療事業特別会

計決算でございます。歳入歳出予算額は、ともに６，６７５万５，０００円、

歳入決算額は４，９９７万４，０２５円、歳出決算額は４，９６８万３，９０２

円で、差し引き残額は２９万１２３円でございます。実質残額も同額の２９

万１２３円でございます。 

 内容については１ページをお開きをいただきたいと思います。 

 まず、歳入でございます。１款 後期高齢者医療保険料、調停額３，２６９

万８，２７９円、収入済み額３，２４２万９，７７３円、２款 使用料及び

手数料、収入済み額３，０００円、４款 繰入金１，３８４万１，２５２円、６

款 諸収入は収入はございません。７款 国庫支出金３７０万円、歳入合計

につきましては調停額が５，０２４万２，５３１円、収入済み額４，９９７

万４，０２５円、収入未済額が２６万８，５０６円でございます。 

 続いて、歳出でございます。１款 総務費、支出済み額４０２万８８７円、２

款 後期高齢者医療広域連合納付金４，５６６万３，０１５円、３款 諸支

出金、４款 予備費につきましては支出はございません。歳出合計につきま

しては、支出済み額４，９６８万３，９０２円、不用額が１，６０７万１，０９８

円でございます。 
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 以上で、説明を終わらせていただきます。適切なご審査をいただきまして

ご承認を賜りますよう、ひとつよろしくお願い申し上げます。 

○山田議長 建設水道主監。 

○中山建設水道主監 それでは、認定第１０号 平成２０年度甲良町水道事業

会計歳入歳出決算並びに事業報告の承認についてご説明させていただきます。 

 水道の方の資料の１ページをお開き願いたいと思います。 

 まず、収入支出報告につきましては、決算額の朗読でもってかえさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 平成２０年度甲良町水道事業会計決算報告書。 

 １、収益的収入及び支出。収入といたしまして、第１款 水道事業収益、

決算額１億９，５９１万３，０１３円、続きまして、支出の部、第１款 水

道事業費、決算額といたしまして１億７，５５６万３，５１２円。 

 続きまして、３ページをお開き願いたいと思います。 

 ２、資本的収入及び支出。収入、第１款 資本的収入、決算額といたしま

して２，６６６万３２円、支出の部、第１款 資本的支出、決算額１

億２，２２２万９，０５８円、なお、資本的収入額が資本的支出額に不足す

る額９，５５６万９，０２６円につきましては、当年度消費税資本的収支調

整額１１６万６，８１８円、過年度損益勘定留保資金３，１２４万４，３４０

円、当年度損益勘定留保資金６，３１５万７，８６８円で補填いたしたもの

でございます。 

 続きまして、６ページをお開き願いたいと思います。 

 平成２０年度の甲良町水道事業会計の損益計算表でございます。まず、第１

番の営業収益から２番の営業費用を差し引きいたしまして、中段ちょっと上

にあります営業利益といたしまして１番右の方の欄でございますけれど

も、２，６２８万３，９５６円でございます。 

 続きまして、３番の営業外収益より４番の営業外費用を差し引きいたしま

して、三角の３３１万２２４円、双方の整理におきまして、経常利益といた

しまして２，２９７万３，７３２円でございます。これより６番の特別損失

といたしまして、１の過年度損益修正損といたしまして、三角の３７９

万１，４９０円ということで、当年度の純利益といたしましては１，９１８

万２，２４２円というものでございます。これに前年度の繰り越しの利益剰

余金４，０９２万５，５６３円と合わせまして、一番下段でございますけれ

ども、当年度の未処分利益剰余金といたしまして６，０１０万７，８０５円

でございます。 

 続きまして、８ページをお開き願いたいと思います。 

 平成２０年度の甲良町水道事業会計、剰余金の処分決算書（案）でござい
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ます。先ほど説明いたしました当年度未処分利益剰余金といたしまし

て６，０１０万７，８０５円、それから２番の利益剰余金の処分額といたし

まして減債積立金及び建設改良積立金といたしまして、差し引きいたしまし

て、３の翌年度繰り越し利益剰余金といたしまして４，０１０万７，８０５

円でございます。 

 続きまして、９ページ、お願いいたします。平成２０年度の甲良町水道事

業会計の賃借対照表でございます。 

 まず、資産の部でございまして、１番、固定資産といたしまして、有形固

定資産合計といたしまして３３億６，３８０万９，２２５円、それに次の段

の無形固定資産、また小さい（３）の投資を加えまして、固定資産の総合計

といたしまして、一番右側の欄でございますが、３３億６，３９１万６，５２５

円でございます。 

 ２番といたしまして、流動資産といたしましては、現金預金、未収金、貯

蔵品合わせまして、合計といたしまして３億３，３０６万１，３９３円、資

産の合計といたしまして、一番下段でございますけれども、３６億９，６９７

万７，９１８円でございます。 

 続きまして、１０ページ、負債の部でございます。負債の部につきまして

は流動負債の未払い金といたしまして、負債の合計で１，５５５万３，２７８

円でございます。 

 続きまして、資本の部といたしまして、自己資本金及び借入資本金といた

しましての企業債を合わせまして、資本金合計といたしまして、一番右の欄

でございますけれども、１５億６，８９１万２，８２４円、それに６番の剰

余金、これは資本剰余金及び利益剰余金を合わせまして剰余金合計で、一番

右欄で２１億１，２５１万１，８１６円、資本の合計といたしまして３６

億８，１４２万４，６１０円と、負債資本の合計といたしまして、一番下段

の３６億９，６９７万７，９１８円でございます。 

 続きまして、１１ページをお願いいたします。 

 平成２０年度の甲良町水道事業の報告書でございます。まず、１番の概要、

（１）の総括事業といたしまして、今年度につきましては、２０年度につき

ましては金屋および正楽寺地先におきましての同時埋設、また、今後につき

ましては安全で安心して利用できる安定した水道の構築をめざすということ

を書かさせていただいております。 

 それと２番、議会議決事項といたしまして、一番上段の平成１９年度甲良

町水道事業会計歳入歳出決算並びに事業報告の承認について、以下ほか２件

でございます。 

 続きまして、１３ページをお開き願いたいと思います。 
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 工事の状況でございます。主な建設改良工事といたしまして、一番上段、

金屋、正楽寺、下水道工事に伴う配水管布設替工事、第２工区、以下５件の

工事でございます。 

 続きまして、３番、業務といたしまして、まず、業務量でございますけれ

ども、上から３段目の年度末の給水人口といたしまして、７，９８０名でご

ざいます。それと、配水量といたしまして、ちょうど中ほどでございますけ

れども、年間といたしまして１０１万７，７３６立方メートルでございます。

それと、有收水料といたしまして、年間の有收水料が９３万６３３立方メー

トルでございます。一番下段の有收率といたしまして、２０年度９１．４４％

でございます。 

 続きまして、１５ページをお開き願いたいと思います。 

 事業収入に関する事項でございます。この項目では一番下段の方で供給単

価といたしまして、１立米当たり１６３．６円でございます。 

 続きまして、事業費用に関する事項の項目、下段から２段目でございます

けども、給水の単価につきまして１立米当たり１８１．３円という状況でご

ざいます。 

 続きまして、１７ページをお開き願いたいと思います。 

 企業債および一時借入金でございます。企業債といたしまして、前年度末

の残高が１４億５，０６４万９，９８７円、本年度償還額を差し引きまして、

一番右欄でございますけども、本年度の残高といたしまして１３億７，９６６

万２，９２４円でございます。 

 以上でございます。よろしくご審議の方、いただきたいと思います。 

○山田議長 それでは、質疑に先立ちまして、監査委員の木村議員から平成２０

年度甲良町各会計歳入歳出決算審査の報告を求めます。 

 木村議員。 

○木村議員 平成２０年度の甲良町の各会計の決算審査の結果と意見の報告を

申し上げます。 

 １、審査は平成２１年７月２２日、２３日、２４日の３日間で、場所は議

員控室におきまして一般会計、国保会計、後期高齢者会計、老保会計、下水

道会計、住宅新築会計、土地取得会計、墓地公園会計、介護保険会計、水道

会計の１０会計を実施いたしました。 

 それでは、結果について報告いたします。 

 一般会計。 

 歳入決算額は３４億４，１５７万２，０００円、歳出決算額は３２

億８，４１７万３，０００円で、差し引き残高は１億５，７３９万９，０００

円となり、このうち平成２１年度へ繰り越した事業に要する財源７，９４９
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万９，０００円を差し引くと、実質残額は７，７９０万円の黒字で翌年度へ

繰り越した。 

 （１）歳入。 

 歳入決算額は３４億４，１５７万２，０００円で、前年度と比べて６，６２３

万３，０００円の増となっているが、主には町税、地方交付税、国庫支出金

の増および繰越金、町債の減によるものである。 

 歳入決算における自主財源構成比は３４．８％と前年度と比べて１．９ポ

イント低くなっている。これは町税の増および財産収入、繰越金の減による

ものである。自主財源の増額確保は困難であることから、税や使用料を確実

に徴収することと課税漏れをなくすことを徹底し、収入確保に最大限の努力

をされたい。 

 収入未済額、滞納の状況を見ると、１、町税は、不納欠損処分を７１１

万２，０００円して５，４０９万７，０００円で２１４万１，０００円の増

に、保育料は１０３万６，０００円で３２万円の増。３、幼稚園使用料は４

万２，０００円で皆増。４、住宅使用料は１，９４１万２，０００円で７

万２，０００円の増。不動産売払収入は８５万円で前年同額。６、学校・園

給食費は２４万１，０００円で１万８，０００円の増。合わせると７，５６７

万８，０００円となり、前年度と比べて２５９万３，０００円増えている。 

 全体として滞納額が増加の傾向であるため、より一層徴収努力をされたい。

不納欠損処分については、滞納額の内金をさせる、強制執行を行うなどして

極力時効の中断をしてから処分をされたい。平成１９年４月から設置の甲良

町徴収対策推進本部の活用や平成２１年１０月より収納促進課にスタッフを

配置されることから、悪質滞納者に対するノウハウを町として蓄積するシス

テムを構築し、口座引き落とし等不納時に即時対応できるような体制の確立

を図り、滞納理由や課題の分析を的確に行い、すばやく対応すること。また、

法に基づいた滞納整理を果敢に執行されたい。唯一の自主財源がこのままで

は予算も組むことが困難になることが予想されるため、引き続き増収に努め

られたい。 

 （２）歳出。 

 歳出決算額は３２億８，４１７万３，０００円で、前年度と比べて２，４８０

万４，０００円の減となっているが、主には衛生費、公債費などの減、およ

び民生費、農林水産業費の増によるものである。予算額に対する執行額

は８８．３％であるが、翌年度へ繰り越して事業を執行する繰越明許費繰越

額７，９４９万９，０００円を控除した執行率は９０．４％である。 

 普通会計ベースによる公債費比率は９．１％と、前年度より３．０ポイン

ト低くなり、地方債許可制限比率は４．３％と前年度より１．９ポイント低
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くなり、地方債現在高比率は１７０．３％と前年度より１０．６ポイントも

低くなった。この地方債現在高比率が２００％を切ったのは平成１９年度か

らで、繰り上げ償還を積極的にした結果である。 

 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は９１．９％で、前年度と比べ

て３．７ポイント低くなったが、三位一体改革による影響も大きく、財政の

硬直化が進んでいると言わざるを得ない。平成１８年３月策定の甲良町集中

改革プランに基づき、議論や協議を徹底し、人件費の削減や不要不急の事業

見直し等による歳出削減および未収金対策による収入の確保に職員が一丸と

なって取り組み、今後も経常経費の抑制に努められたい。 

 ３、特別会計・企業会計。 

 （１）国民健康保険特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が９億３，６０７万９，０００円、歳出が９億２１２

万６，０００円、差し引き３，３９５万３，０００円の残額は翌年度へ繰り

越した。 

 この会計は、平成２０年度より後期高齢者医療制度創設および退職者医療

制度対象者年齢が変更され、大きく制度改正されたことにより激変した。ま

た、保健事業も制度改正により、国保加入者に対して行うことになったため

受診率が低くなった。保健福祉課と連携し、病気の早期発見、早期治療、多

重受診者への訪問や日常生活での健康づくりを支援し、医療費の適正化およ

び抑制に努めることを期待する。 

 なお、国民健康保険税において、収入未済額（滞納）は不納欠損額の８７６

万３，０００円を除いても４，７１０万５，０００円となっている。今後も

厳しい対応と実効ある滞納整理を求める。 

 （２）後期高齢者医療事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が４，９９７万４，０００円、歳出が４，９６８

万４，０００円、差し引き２９万円の残額は翌年度へ繰り越した。 

 本会計は、平成２０年度より老人保健制度にかわり後期高齢者医療制度が

新たに始まり、対象者は７５歳以上のすべての方および６５歳以上で一定の

障害のある方である。保険料は滋賀県後期高齢者医療広域連合が決定し、市

町が徴収する。納付方法は、年金天引きの特別徴収と口座振替などの普通徴

収もある新規特別会計である。 

 初年度に２６万９，０００円の収入未済額（滞納）がある。滞納整理は初

期対応が重要であり、増加しないよう十分納付義務を理解してもらうととも

に、徴収に努められたい。 

 （３）老人保健医療事業特別会計。 

 本会計決算額は、収入が９，０２６万２，０００円、歳出が９，０１６
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万３，０００円、差し引き９万８，０００円の残額は翌年度へ繰り越した。 

 本会計は、平成２０年度より制度改正され、国民健康保健会計、後期高齢

者医療会計へ移行された。しかし、３年間は本会計を残し整理するとのこと

であった。 

 （４）下水道事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が７億１，３９４万円、歳出が７億８２４万。差し

引き５７０万の残額を翌年度へ繰り越した。 

 使用料及び分担金において収入未済額（滞納）が１，５４４万２，０００

円となり、前年に比べて１３６万９，０００円増えた。内金の処理をするな

どして時効中断の措置をとり、確実な徴収事務を執行されたい。 

 平成２０年度で面整備はほぼ完成したことから、今後は管理に重点が移る

こととなる。下水道の普及率が９９．１％に比べ、水洗化率が５３．０％と

低いことから、引き続き水洗化率の向上対策の検討を図られたい。 

 （５）住宅新築資金等貸付事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が９，２３６万４，０００円、歳出が９，２０３

万５，０００円、差し引き５万９，０００円の残額は翌年度へ繰り越した。 

 収入未済額（滞納）は１億７，０９２万２，０００円で、４７万９，０００

円増加している。 

 また、収納率が落ちた理由を分析し、例年並みの収納率を確保するように

努力をすること。 

 不景気や償還者の高齢化等の理由で償還が思うようにいかないと思うが、

今まできっちり返済している方々のことを考えると、滞納をこのまま放置す

ることは許されないことである。今後は法的措置をとる時期を検討するなど、

創意工夫して滞納に歯どめをかけるべきである。 

 （６）土地取得造成事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が４４１万１，０００円、歳出が４４１万円。差し

引き５３６円の残額は翌年度へ繰り越した。 

 呉竹３カ所、長寺１カ所の４９５．８４平米を処分したが、残る土地につ

いても早急に処分をし、土地代金の回収と固定資産税の賦課に努められたい。 

 未処分町有地については、地籍調査業務と連携し、現況把握を行うととも

に、管理の強化を図り、現状の回復・改善に努められたい。 

 （７）墓地公園事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が１，８７４万１，０００円、歳出が１，８６５

万７，０００円、差し引き８万４，０００円の残額は翌年度へ繰り越した。 

 現在整備された墓地３９６基中現在１８８基の処分で、その率４７．５％

であり、少しでも早期に処分がされるように望む。 
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 また、永代使用促進事業補助金（墓地移転補助金）の利用者がないので、

今後も広く住民にＰＲして販売の促進を図ること。 

 墓地管理費については平成２２年度が更新時期となることから管理料改正

等を早急に検討することを望む。 

 （８）介護保険特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が５億６，９４８万６，０００円、歳出が５

億５，３４５万４，０００円、差し引き１，６０３万２，０００円の残額は

翌年度へ繰り越した。 

 認定者数は前年度より２３人（６．６％）増えていて、在宅介護サービス

費は１１．５％の増となっている。特に居宅介護サービス給付費が１０．５％

伸びている。 

 今後も認定者が減ることは考えられないことから、筋力向上トレーニン

グ・転倒防止教室・せせらぎサロン等の介護予防事業に積極的に参加を呼び

かけ、介護給付費の抑制に努められたい。 

 収入未済額（滞納）は２０２万円で、前年に比べると５２万２，０００円

増えている。保険料が増加する可能性が高いため、きめ細かに訪問し、納付

義務を理解してもらうとともに徴収に努められたい。 

 （９）水道事業会計。 

 本会計決算の損益計算書において、収入の営業収益は１億５，７５０万円、

営業外収益は３，０６９万円、支出の営業費用は１億３，１２１万６，０００

円、営業外費用は３，４００万１，０００円、水道料滞納の不納欠損を特別

損失として３７９万１，０００円、差し引き１，９１８万２，０００円は当

年度純利益となり、前年度繰越利益剰余金４，０９２万６，０００円を合わ

せると当年度未処分利益剰余金は６，０１０万８，０００円となる。 

 そのうち減債積立金に１，０００万円を、建設改良積立金に１，０００万

円を処分することから、翌年度繰越利益剰余金は４，０１０万８，０００円

となる。 

 石綿管の更新が平成２１年度完了予定であり、有收率９１．４％であった。

漏水件数も減少し、水道水の安定した供給に取り組むことができた。今後も

その努力を怠らず、不正取水の再発防止に最善を尽くされたい。 

 なお、前年度において消火栓の使用水量の初歩的ミスにより有收率算定に

誤りがあったようであり、チェック体制をしっかり行うことを望む。 

 収入未済額（滞納）は４，７３４万７，０００円で、不納欠損額を引いて

も前年度に比べて２１２万９，０００円増えている。今後も徴収体制をしっ

かり組み、悪質滞納者へは給水停止処分を含めて厳しい対応を求める。 

 また、使用料が減少傾向にあることから、経常経費の抑制に努められたい。 
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 ４、結論。 

 平成２０年度甲良町一般会計および各特別会計の歳入歳出決算について審

査をした結果、決算の計数は正確であり、予算の執行および財産の管理につ

いてはおおむね適正に処理されていると認められた。 

 また、各基金の運用状況を示す書類の計数については、関係諸帳簿および

証拠書類と符合しており、誤りのないものと認められた。 

 国の三位一体改革や県の財政危機回避のための構造改革により厳しい収入

不足に見舞われたが、事務事業の見直しや経費の削減に努めたことは評価し

たい。 

 町の将来像とする「心かよい、人がきらめく、せせらぎ遊園のまち甲良」

をめざし、まちづくりの施策、子育て支援センターの充実、農業振興施策、

教育・文化施策、環境施策、安全安心のまちづくり等において成果を上げて

きた。 

 しかし、脆弱な財政基盤で自主財源に乏しく、多くは依存財源に頼ってい

る。中でも地方債の現在高は総額１００億２，１０７万３，０００円で、前

年比２億４，００５万１，０００円の減額になったが、依然として大きな借

金を抱えている。 

 特に人件費は、対前年３，４８２万９，０００円の減であるが、物件費の

うち、賃金は１，０６９万円の増であり、全体では２，４１３万９，０００

円の減であった。近隣の市町と比べると、保育センターや地域総合センター

など特別な要因があるが、人件費の割合は高いと考えられる。今後も危機感

を持って行財政運営のスリム化に向け努力し、人件費等の抑制に努められた

い。 

 また、徴収金の滞納状況は前年度より５９３万７，０００円増え、３

億５，８７８万５，０００円となった。累積額は毎年最高額を塗りかえてい

る。 

 その推移は次のとおりである。 

 滞納については、収納率が大幅に落ち滞納額が増えている。原因として、

景気の低迷、生活が厳しい等など考えられる。滞納徴収はこれまでのように

各課対応でなく、町として体制を確立し、原因の究明、滞納整理を実行すべ

きである。 

 なお、特別会計への助成金、出資金、操出金については、各会計の目的を

十分勘案の上、会計ごとに独立採算がとれるように指導し、的確に処理する

こと。この財政危機を回避するために、平成１８年３月に策定した甲良町集

中改革プランに沿って職員が一丸となって、町政全般にわたり合理化と経費

の節減に努め、事業の執行にあたってむだのないよう行われることを切望し
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て、平成２０年度決算審査の意見の結びとします。 

 以上でございます。 

○山田議長 決算審査の報告が終わりましたので、ここでしばらく休憩いたし

ます。 

（午前１０時３５分 休憩） 

（午前１０時５０分 再開） 

○山田議長 それでは、休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

 休憩前に議題となっておりました認定第１号から認定第１０号までの１０

議案につきまして、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 ９番 西澤です。 

 水道会計の決算審査とかかわりまして質問を１ついたします。 

 全体にかかわることですのでこの場でさせていただきます。決算審査意見

書の６ページです。 

 結論のところから４段目、収入未済額は４，７３４万７，０００円で納付

欠損額を引いても前年度に比べ２１２万９，０００円増えているという表現

なんですが、ここを単純に読みますと、４，７３４万７，０００円から不納

欠損額を差し引いて前年と比べるというように読めてしまいます。不納欠損

の性格から言うても、不納欠損額を差し引いた後が４，７３４万７，０００

円ですので、こういう表現で間違いではないですけども誤解を生むところで

すので、見解を求めておきたいと思います。それが１つです。 

 ２つ目は、土地取得造成事業特別会計の方でございます。これも予算の計

上の基本的な考え方について疑問がございますので、本会議の場で質問をさ

せていただきます。 

 それは、財産収入が４４１万円と予算現額がなっています。それに対して

収入済みが４４１万５２４円となっているんですが、もともとこれの土地造

成取得会計で、決算審査の中にもありますように残地があります。これは、

単に残地があるだけやなくて、その払い下げが決定したというのがあり、既

にその上には建物が建てられ、現に使用している部分がございます。私が知

る範囲でも財産収入の予算、４４１万よりも超える額となります。そういう

ようになりますと、収入未済額がこの決算ではゼロになっています。つまり、

払い下げをした相手さんが決まり、既に使用をされ、建物や、それから倉庫

ないしは駐車場として使用されている現在がございます。それは現に収入未

済に入るのではないか。入れねばならないのではないかというように思いま

す。 
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 ちなみに、こちらの新築資金の特別会計の方を見ますと、収入のところで

諸収入、これは貸付を決定をして返済の期限が来ているものをきちんと予算

の現額に上げておられまして、調停額に上げておられまして、そしてその分

は収入未済で、ここで言いますと１億７，０００万余りの未収が生じている

ということになります。 

 つまり、行政当局が議会に対して、町民に対して土地取得造成会計でこれ

だけの予算を入る見込みがある。地方財政法で入る予算について明細を明ら

かにして計上しなければならないという趣旨の条項がありますので、そうい

うことから見れば住民に対する、または議会に対する約束事であります。そ

の計上の方法についてこれでいいのかという点で２点目、質問させていただ

きますので、ご回答よろしくお願いします。 

○山田議長 人権主監。 

○米田人権主監 土地取得造成事業の特別会計の今ほど言われました、まだ未

処分地の部分で処理ができていない部分でございますけれど、今現在払い下

げ等に向けて一日も早く取り組んでいきたいということを考えており、その

分についてはまだちょっとデータができていない状況でございますので、今

お答えできません。済みません。よろしくお願いします。 

○山田議長 木村議員。 

○木村議員 １点目の質問でございますが、西澤議員の言われるとおりだと思

いますので、この不納欠損額うんぬんというくだりは西澤議員の言われると

おりだと思うんですが、ちょっとこのままでご理解願いたいと思いますけど。 

○山田議長 西澤議員。 

○西澤議員 審査意見書については、考え方の基本ですので監査委員さんに答

えてもらうつもりではなかったんですが、財政当局の方に考え方で誤解が生

じることがありますので、筋はこうだというのを説明いただければ誤解が解

けると思いますので、再度お願いしたいと思います。それが１点です。 

 それから、土地取得のところは、私が聞いていますのは未処分地で残地と

してそのまま平地で残っているところを言っているわけじゃなくて、既に使

用して建物が建ったり駐車場として使われているところ、これは払い下げが

決定したというところが境界線が決まらないとか、それから代金がまだ不服

だとかいうのがありますよ。だけども、その分は町の所有地を第三者に払い

下げをした時点、つまり建物を建てるなり、それから駐車場として使うなり

の承認をした時点から請求の発生が生じますので、発生主義から考えますと

その金額を計上し、調停額に計上して収入未済額にその分が幾ら残っている

かというのを計上する必要がありますので、この土地取得造成特別会計につ

いての調停額の記載、それから収入未済額の記載、これを住宅新築資金貸付
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特別会計と比べますと基本が違ってきますので、これは原課の主監で答えて

いただくのではなくて、財政の当局のところでそういう考え方の基本で、や

はり私が言っていることについてどうなのかという見解をまず求めておきた

いと思います。 

○山田議長 これは、監査委員の方じゃなくて担当の方にお聞きしているとい

うことですか。 

 山﨑町長。 

○山﨑町長 この会計につきましては、住民訴訟等も起こっている内容もござ

いますし、現在のところは徴収可能なものを予算に計上するということで、

いたずらに分母を大きくしないというスタンスでやっております。西澤議員

のご意見については拝聴させていただきました。 

 以上でございます。 

○山田議長 西澤議員。 

○西澤議員 最後に申し述べておきますが、調停額でこれは未収金、つまり本

来町の会計に町民さんからいただかねばならない金額がきちっと乗せられて

います。これが住新会計の方です。ところが、土地取得の会計については、

この部分が調停額に上がっていません。ですから、そういう点では町がもら

うべき金額をはっきりさせるということが未収額の確定も、それから、未収

額をきちんと一つ一つ説得をして徴収する上での土台になりますので、その

ところはしっかりしてもらわんと困るということを申し上げておきたいと思

います。 

○山田議長 それでは、ほかに質問はございませんか。 

 建部議員。 

○建部議員 いつもなら西澤議員が質問している箇所なんですが、６ページ、

下の結論、２行目でございます。ここで２行目の中段から、これは監査委員

に尋ねます。予算の執行および財産の管理についてはおおむね適正、このお

おむねと言わざるを得ない要因、根拠があれば教えていただきたい。 

 実は、私の経験からもいきますと、大体点数にして７０点以下はおおむね

という表現を使うみたいなんですが、何をもっておおむねという表現を使わ

れたのか、ここの意見書には書かれていない要因があるのか、ただ、財産の

管理については今ほどの質問もあったように、この点についてはうなずける

部分もあるかもわかりませんが、予算の執行上でおおむねと言わざるを得な

い要因があれば教えていただきたいと思います。 

○山田議長 ここでちょっと休憩いたします。 

（午前１１時０５分 休憩） 

（午前１１時１０分 再開） 
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○山田議長 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

 ただいまの建部議員の質問に対して木村監査委員の答弁を求めます。 

 木村議員。 

○木村議員 この「おおむね」という言葉についてでございますが、この「お

おむね適正に処理されていると認められた」という表現に関しましては、先

ほども西澤議員の方からちょっと質問が出ていましたけど、（６）の土地取得

造成特別会計の部分で、未処分の町有地については地籍調査業務と連携し現

況把握を行うとともに管理の強化を図り、現状の回復や改善に努められたい

という部分で「おおむね」と表現したわけでございます。 

 以上です。 

○山田議長 議事進行上ですけれども、ただいまこの監査委員の意見書に対し

ての質疑を求めている次第でございます。行政に対しての質問は、この案件

は後ほどまた委員会の方で付託すると思いますので、そのときに詳しく質問

の方をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 ほかに質問はございますか。 

 藤堂与三郎議員。 

○藤堂与三郎議員 １０番 藤堂です。 

 先ほどの西澤議員に関連して、結論が監査委員から出されておりません。

その不納欠損を差し引いてもという部分、もう既に差し引かれて金額が表示

されておりますので、これを差し引いた金額にしますと二重引きということ

になりますので、この部分は抹消していいという結論に私は達するのではな

いかなと思うんですけども、監査委員さん、再度その辺、どうですか。 

○山田議長 木村議員。 

○木村議員 藤堂議員の質問で、そのとおりだと思いますので抹消したいと思

います。よろしくお願いします。不納欠損額。 

○山田議長 ほかに質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております認定第１号から認定第１０号までの１０議

案につきましては、会議規則第３９条第１項の規定によりましてお手元に配

布いたしておきました議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山田議長 異議なしと認めます。 
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 よって、そのように決定いたしました。 

 次に、日程第１６ 議案第３１号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第３１号 彦根市と定住自立圏形成協定を締結すること

につき、議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務主監。 

○野瀬総務主監 議案第３１号 彦根市と定住自立圏形成協定を締結すること

につき、議決を求めることについてご説明申し上げます。 

 今回、定住自立圏推進構想に基づき、圏域予定区域である彦根市と愛荘町、

豊郷町、甲良町、多賀町の１市４町が人口定住のために必要な生活機能の確

保に向けて取り組む事項、ならびにそれぞれが果たす役割を定める協定を彦

根市と甲良町が１対１で締結するにあたり、さきの３月定例議会で議決いた

だきました地方自治法第９６条第２項による議会の議決すべき事件に関する

条例の規定のもと、本定例議会において議決を求めるものであります。 

 この協定書は、湖東定住自立圏の形成に関する協定書と称し、彦根市との

間で協定を締結し、定住自立圏を形成することに関して必要な事項を定める

ものであります。特に第３条関連、連携する取り組みの分野および内容なら

びに役割分担については生活機能の強化、結びつきやネットワークの強化、

圏域マネジメント能力の強化の３視点から政策分野を記載しております。 

 まず、生活機能の強化に係る政策分野の柱については、１、地域医療体制

の強化、２、障害者福祉サービスの充実と次世代育成支援、３、図書館サー

ビスの充実、４、観光の振興、５、環境・水質保全の推進、６、ごみ処理の

広域推進、７、消防・救急業務の連携強化を掲げております。 

 ２点目の結びつきやネットワークの強化については、１、地域公共ネット

ワークの構築、２、スマートインターチェンジの建設促進、３、バイコロジ

ーの整備促進、４、地産地消の推進を掲げております。 

 ３点目の圏域マネジメント強化については、１、職員の人材育成、２、職

員の人事交流、３、コンピューター施設・システムの共同利用・開発を掲げ

ております。 

 第４条については、事務の執行にあたっての連携、協力および費用負担等

に係る基本事項について規定しております。協定の期間については、原則定



－30－ 

めないものでありますが、協定の規定を変更する場合には、第５条において

あらかじめ議会の議決を経ると規定しております。 

 協定の廃止にあたっては、第６条中に議会の議決を経て廃止を求める旨を

他方に通告した場合において当該通告後２カ年をもって廃止される旨、規定

しております。 

 本町は人口８，０００人の基礎自治体として行財政運営を行わなければな

らず、周辺町とも連携し、圏域全体の活性化を図っていくための定住自立圏

形成協定の締結を行いたいものであります。 

 議員皆様の慎重なご審議と本協定の締結につきまして、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 ９番 西澤です。 

 ３点質問をいたします。 

 １つは、きのうの議案審議の説明の中で配られました資料の中です。総行

応第３３号 平成２１年４月１日現在で、これは各都道府県の市町村担当部

長にあてられた通知文であります。その中で、（２）の措置内容のところであ

ります。去る８月１７日に定住圏にかかわる研究会がありました。そこで形

成協定を急ぐ旨の説明がありましたが、そのときには定住自立圏の形成をす

るという意思表示をするために協定を早く結ぶということで割増し交付税が

交付される１つの要件になるという説明がございました。 

 ところが、この文章を見ますと、定住自立圏の形成協定もしくは定住自立

圏形成方針または定住自立圏共生ビジョンに基づき、「もしくは」というよう

にあります。「もしくは」というのは、日本語では「あるいは、または」とい

うことで対等になります。 

 ところが、その後の説明では定住自立圏の形成協定と共生ビジョン、ここ

の前にある形成方針が一体としてそろった場合に割増し交付税、包括的財政

措置を行うという答弁がございました。そういう点では、この「もしくは」

というのが、４月１日現在ですので４月１日現在以降変更になったというよ

うに理解をしていいのでしょうか。それが１点目です。 

 ２点目は、この自立圏の構想の場合、彦根市と１対１で協定を結びます。

人口が約１２万の都市対８，０００人台の町、これが結ぶわけですが、自主

性がどれほど担保されるのかというところでの質問です。協定の中には割増

し交付金の説明、それから事業のマネジメント等についても彦根市から主導

権を持ち、財政としても彦根市の一般会計で対応して割増しの交付税がされ

ます。彦根市単独では２，４９８万７，０００円ですし、甲良町は５８８万
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円、愛荘町は湖東圏域の公共交通活性化協議会の事務局を持つというので割

増し分が加算されて７３４万８，０００円となっています。そういうマネジ

メントの形成と、それから財政措置から見ても彦根市の属地域になる可能性

が、私は危険が非常に高いというように思うわけですけども、これについて

の自主性が担保されるのかという点が２つ目であります。 

 ３つ目は、彦根市がこの周辺の事業、起こすときに周辺は周辺、甲良町は

甲良町で独自の課題がありますし、独自の願いがあります。ここに、協定の

中に挙げておられます、賛成、反対は別としても、新エネルギービジョン、

それからふるさと交流村に対する協定が、項目があります。こういう独自、

つまり彦根の地域以外のところでやる事業に彦根市がどこまで、つまり財政

的にも計画的にもどこまで応援をする。これは協定を結べば義務が生じます。

彦根の財政上は非常にしんどい、厳しい財政で、いつ財政再建の団体に転落

してもおかしくないという財政事情が県からも発表されています。そういう

ことから見ても財政支援が一番大きいかと思いますが、甲良町が行う事業に

財政的な支援、人的な支援がどこまで応援してもらえるのかという点で確証

的なものがあるのかどうかですね。この３点、よろしくお願いします。 

○山田議長 総務主監。 

○野瀬総務主監 まず１点目の、４月１日付の総務省通知でございます。これ

は、途中で変更されたものでもなく、４月１日付の文章そのままでございま

すので、解釈が両方、いわゆる形成協定と後で策定をします共生ビジョン、

両方が整って包括的財政支援があるということが正しい通知であり、正しい

理解でございます。 

 それから、急ぐという質問も加えてありましたが、これは包括的財政措置

を受ける場合には２つの、協定とビジョンを策定をするということでありま

すので、協定が遅れれば遅れるほどビジョン策定へのスケジュールが遅れる

というふうに連動しますので、協定も早く締結をしたいというのが彦根市の

説明であったというふうに思っています。 

 それから、２つ目の１対１協定でございますが、実際中心市と甲良町が締

結を結べば甲良町と彦根市が形成協定の協定区域ということになりますので、

その場合には、いわゆる中心市に都市機能を集中する、集中と選択の集中と

いうのはそういう意味でありまして、いずれにしても主要な役割を担うのは

中心市というふうになりますし、周辺町については歴史・文化、農村、交流

というふうな今現時点でのすみ分けみたいなものは示されておりますけれど

も、そのために補完といいますか、基礎自治体に対する補完も中心市がこの

定住自立では担うという役目もあるというふうに思っています。 

 それから、一番の指摘は中心市のマネジメント、いずれにしても中心市が
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マネジメントを担うということには変わりはありませんので、私たち周辺町

は積極的にマネジメントにどう参画するかというのは私たち周辺町の大きな

課題であるというふうに思っています。 

 それから、３点目の今後の事業の財政措置でございますが、甲良町の独自

性をこの定住自立圏で活かすために、西澤議員もおっしゃいましたように新

エネであったり、交流村であったり、交流村を通じた地産地消であったりと

いうふうなことで今日までの行政間での協議の場においては、どちらかとい

うと彦根市は地産地消の部門については甲良で主体的に推進を担ってほしい

というふうな期待もありますので、私たちはこの定住自立圏形成協定におい

て、今後のビジョン策定において、その後の事業においても積極推進をし、

都市との交流というテーマからしてもそれらが、事業が着実に進展するよう

なめざし方をしていきたいというふうに思います。 

 それから、財政的には、全協で総務省の官庁の役割ということで地方交付

税、起債というふうに申し上げましたし、それから、後ほどの事業について

は省庁からの具体個別事業の応援ということになりますので、現時点では今

後の事業でどう補助を受けていくかという前提の協定が始まるということで

ございます。 

 以上であります。 

○山田議長 西澤議員。 

○西澤議員 １点目の、４月１日付の総務省の通達のところの「もしくは」の

文言でありますが、正しい理解をする上でというのが、後にそうすれば文書

が出ているのかどうかですね。これが質問です。 

 というのは、８月１８日付で総務省から来られた藤井副市長が説明された

点でも、それから、弁護士であります獅山市長が法律の専門家だというよう

に思いますが、この方も急ぐ理由に、意思をまず持つと。３月の時点で細か

い協定まで共生ビジョン、どういう事業を共同して、共有してしていくかと

いうのを詰めてやっていきたい。ですから、来年の３月までに年度内にまと

めたい。今も年度内ですのでその言葉には変わらないと思いますが、来年の３

月まで十分議会、それから住民とも相談をしながら対応していくというのが、

あの３月２日のときの説明でありました。 

 そうしますと、そういう点では正しい理解というのが野瀬主監から言われ

ましたが、野瀬主監が間違った理解をしていたわけでは私はないというよう

に思います。あの説明からも、弁護士も、それから総務省出身の副市長もそ

ういうことでぜひ急いでほしいというので形成協定を結ぶ、つまり、自立圏

を形づくる意思をまずはっきりさせて大枠をつくってほしいというのが８

月１７日の説明会の趣旨でありました。そういう点でも、その後の説明でそ
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ういう、つまり「かつ」という日本語には非常に区分けをした文章が、文字

が、表現があります。「もしくは」は、あくまでやはり「どちらか」というよ

うにとれる理解です。これではあきませんよというので、それの訂正の文章

が総務省から出されてしかるべきだと思いますし、理解の不十分さはこうい

うように埋めてもらうというので国の方針が勝手に地方自治体で理解されて

は困るわけで、そういう点からも、もとのところが私はあやふやだったので

はないかというように思いますが、正しい理解をする上での４月１日以降の

文書的な表現方法が訂正されるなり、こういう理解で進めてほしいという文

書がその後出ていましたらお答え願いたいと思います。 

 ２つ目は、自主性が担保されるのかにかかわってですけども、補完の役割

を彦根市が地方の足りないところ、中心都市の機能を強化するということで

すから、補完の役割を果たすというわけですけども、補完の役割はやはり２

つの柱、財政と人的な柱です。枝葉を抜きますとそういうようになります。

という点でも、あやふや、それから不安が残るのが彦根市の状況であります。 

 例えば、それは何かと言いますと、医療圏で彦根市の市民病院の状況は、

報道にもあるように産科が廃止をされました。また、泌尿器科の医者が８月

末で１人退職をされて機能が縮小されます。それから７病棟、７階がほとん

ど閉鎖で使われていません。医師がどんどんと独立をされて市民病院から撤

退をする状況はまだ歯どめがかかっていません。ですから、そういう点でも、

その１つ、医療圏を充実する、彦根市民病院を核としてということが書かれ

ていますが、それ自体も空文になる可能性が非常に強いわけですから、その

点についても協定を結んだからうまくいくということにはならないというよ

うに思うんですが、２つ、再質問でお願いします。 

○山田議長 総務主監。 

○野瀬総務主監 まず１点目の、４月１日の文章でございます。定住自立圏推

進要綱の中にははっきり明記はされていないと思うんですが、協定とビジョ

ンはこうこうしかじか、こういうようにやりなさいと要綱にはありますが、

自立圏形成方針、これは中心市が方針を出しますので、方針を出すか否かは

中心市の態度というようなことで、その結びが「もしくは」というふうにつ

いているものと理解をしております。 

 それから、文書の訂正はございませんので、４月１日、この文書そのもの

が通知の文書でございます。 

 それから、年度内対応ということになりますと、協定を締結してからビジ

ョン策定になりますので、ビジョン策定については各般の意見を聞くと。聞

いて策定をするということになりますから、これからはかなり時間をかける

というふうになりますので、果たして年度内に滑り込めるかどうかというの
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はスケジュール的に少し無理があるなというふうな解釈をしますし、そのた

めには彦根市は基本方針を立ててでもビジョンを今やっていますよと、こう

いう努力をやって、年度末には現在作成中であるのでということで多分包括

財政措置は総務省には、そういう状況にあるので何とかというアタックは期

待を込めてやっていきたいというふうな意味だと理解をしております。 

 それから、補完でありますが、分権型の社会におけるこれからの基礎自治

体のあり方については、１つが、国・県の垂直補完と言われていますし、１

つが、私たち彦根市みたいに水平補完、あるいは広域的に補完をし合うとい

うとこら辺で、甲良町の場合は彦根市というふうになりますので、いずれに

してもその機能が彦根にどうであるかというふうなことについては、定住自

立の協議が始まって以降、かなり事務局も積極的に動いていますし、それか

ら、推進本部に５つの部会の運営を、今立ち上がって部会協議を進めており

ますが、その部会長も全部彦根市で部会長を持って部会運営をするというこ

とになっていますので、今後彦根市の市組織を挙げてそういう体制が組まれ

ていくというふうに思っています。 

 それから、財政のことは今後のことでありますので、今ここではちょっと

見えていないというのが実情でございます。 

 以上でございます。 

○山田議長 西澤議員。 

○西澤議員 最後に１点お伺いしますが、繰り返し議会運営委員会の傍聴でも、

また、きのうの議案説明のところでも、さきの総選挙での政権交代があり、

民主党の政権が生まれる状況になりました。１６日には首班指名がされます

が、報道を見る限り、予算の見直し、それから概算査定についても白紙で臨

む、それから、４回繰り返された補正予算についても白紙で臨む、こういう

会見が民主党の幹部から出されています。その点を受けて、割増し交付金の

配分が不透明だというように野瀬主監も答えておられたんだというように思

いますが、再度、甲良町に割増し配分がされる、彦根市と４，０００万、周

辺町１，０００万についての割増し交付金の見通しがどうなのか、担保され

ているのかという点でお聞きします。 

○山田議長 総務主監。 

○野瀬総務主監 今、２つの質問をいただいたと思います。 

 政権がかわっての今後の定住自立の行方はどうだというふうな意味でござ

いますが、民主党の政策集にも、分権改革は進め、基礎的自治体に対しては

今後財政的にも含めて積極的に応援をするというのが基本スタンスでありま

すので、それとこの定住自立圏については地域戦略、いわゆる地域の活性化

ということでの方策が出ていますので、この定住自立圏はこのまま推進され
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ていくということを信じております。 

 それから、交付金でありますが、西澤議員は割増し交付金と言われており

ますが、包括的財政措置は特別交付税になりますので、期待はしております

がないという踏み方をしながら、あれば結構という態度で臨んでいきたいと

思います。さらに、甲良町は毎年特別交付税については県・国への陳情活動

をして、県で一番多い特別交付税をいただいておりますので、独自の特交活

動については引き続き続けていきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

○山田議長 ほかに質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 西澤議員。 

○西澤議員 定住自立圏構想についての調査特別委員会設置の動議を求めたい

と思います。去る８月１７日の定住自立圏構想にかかわる研究会で、定住自

立圏形成協定が急ぐ旨が説明されました。そのとき、議会と住民の検討や合

意を軽視した進め方が心配されましたが、今回、その心配が見事に的中した

ものです。主催した彦根市長でさえ、総選挙告示の前日となり十分な検討期

間が保障できなかったことについて長々と言いわけに終始せざるを得ないも

のでした。しかも、法律の専門家、中央省庁の幹部職員を経験した２人が飯

田市の事例を聞いて、当初の認識と異なっていたことを告白していたことは

形成協定の審議の上でも大変重要です。すなわち会場での説明は、定住自立

圏にかかわる割増し交付税を受けられるには細目にわたる協定内容と共生ビ

ジョンが必要だと認識していたが、定住自立圏をつくるという意思を明確に

する協定をまず結ぶ必要がある。それは細目ではなく大枠でいいというもの

でした。 

 ところが、ふたをあけてみれば、割増し交付を受けられるにはこの協定と

共生ビジョン、２つの要件が必要だというもので、説明が二転三転していま

す。これらのあいまいな説明は、この定住自立圏構想が法律、制度の根拠に

基づいていないからで、研究会でも明らかになりました。その上、さきの祖

選挙で政権交代後、この構想そのものが存続するか、引き継がれるかも不確

定となりました。内容についても納得できないことが幾つもあります。共有

する事業は中心市宣言をした彦根市がマネジメントの権限を持ち、予算配分

もすべて中心市に渡され、彦根市の一般会計から配分される。これはますま

す甲良町が自立しにくい状況に追い込まれていく危険が高いものだと言わざ

るを得ないのです。だからこそ定住自立圏の賛否は分かれようとも、事実関

係を一つ一つ明確にさせ、論議をするためには本会議での質疑、討論だけで
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は不十分だと考えます。賛成、反対にとらわれず、十分なる調査、検討が必

要です。 

 また、３月議会に建部議員から特別委員会設置の提起があり、６月議会で

も継続して検討した中で、構想段階では中身がはっきりしていないなどの理

由で見送られてきましたが、議長提案でとの合意も当時ありました。今回は、

彦根市との間で協定まで結ぶという具体的な議案が提出されてきました。町

民に具体的で明確な説明もできないまま議案の採決を迎えてはならないと考

えます。よって、定住自立圏構想にかかわる特別委員会の設置はぜひ必要だ

と考えますので、特別委員会の設置を以下のように提案します。 

 １、特別委員会は議長以外の１１名で構成し、委員長は互選で選出します。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○山田議長 ただいま西澤議員から、議案第３１号について、議長を除く１１

人の委員で構成する湖東定住自立圏構想特別委員会設置の動議でありますが、

この動議は１人以上の賛成者がありませんでした。よって、この動議は成立

いたしません。 

 よって、本議案は、本日は提案説明と質疑のみを行い、最終日において討

論および採決といたします。 

 次に、日程第１７ 議案第３２号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第３２号 甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬お

よび費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務主監。 

○野瀬総務主監 議案第３２号 甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬お

よび費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げま

す。 

 別表中、「甲良町地域新エネルギービジョン策定委員会委員」の次に、「甲

良町地域公共交通会議委員、日額５，５００円」を加えるものでございます。 

 付則といたしまして、この条例は、公布の日から施行いたしたいものでご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第３２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席お願いします。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第３２号は可決されました。 

 次に、日程第１８ 議案第３３号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第３３号 甲良町税条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○小川税務課長 それでは、議案第３３号 甲良町税条例の一部改正について

ご説明を申し上げます。 

 まず、第５４条でございまして、固定資産税の納税義務者等の定めでござ

いまして、農地法改正に伴う土地改良法の改正によります引用条項のずれで

ございます。 

 付則第７条の３、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除でございまし

て、条例付則第７条の３の２の追加に伴う用語定義の追加でございます。付

則第７条の３の２でございまして、個人住民税における住宅ローン控除特別

控除の創設による条文の追加でございます。 

 付則第８条、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例でご

ざいまして、条例付則第７条の３の２の追加に伴う引用条項の追加でござい

ます。 

 付則第１６条の３でございます。上場株式等に係る配当所得に係る町民税

の課税の特例でございまして、寄付金税額控除の算定に上場株式等に係る配

当所得を追加するものでございます。それと、住宅借入金等の特別控除の創

設に伴う引用条項の追加でございます。 
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 付則第１６条の４、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の

特例でございまして、同じく前条と同様の内容になっています。 

 次に、付則第１７条、長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例でご

ざいまして、こちらについても同様でございまして、それと、長期譲渡所得

に係る特別控除の創設に伴う租税特別措置法の改正による引用規定の追加で

ございます。 

 付則第１７条の２、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の

長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例でございまして、長期譲渡所得に係

る特別控除の創設による租税特別措置法の改正に伴う引用規定の追加でござ

います。 

 付則第１８条、短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例でございま

して、こちらについては住宅借入金の特別控除の制度創設に伴う引用条項の

追加でございます。 

 付則第１９条、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例

でございまして、前条と同内容になっています。 

 それから、付則第１９条の２、特定管理株式等が価値を失った場合の株式

等に係る譲渡所得等の課税の特例でございまして、こちらについては租税特

別措置法の改正に伴う見出しおよび条文の改正でございます。 

 付則第２０条でございます。特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失

の繰越控除等および譲渡所得等の課税の特例でございまして、租税特別措置

法の事業規定の改正に伴う引用条項の改正でございます。 

 付則第２０条の２、先物取引に係る雑所得に係る個人の町民税の課税の特

例でございまして、住宅借入金等の特別控除特別制度の創設に伴う引用条項

の追加でございます。 

 それと、付則第２０条の４につきましては、条約適用利子等および条約適

用配当等に係る個人の町民税の課税の特例でございまして、こちらについて

も同様の内容になっています。 

 付則といたしまして、この条例につきましては、平成２２年１月１日から

施行するものでございまして、付則第７条の３第３項、第１７条第１項およ

び第１７条の２第３項の改正規定ならびに次条の規定につきましては、平

成２２年４月１日。 

 付則第２０条の２第１項の改正規定につきましては、平成２３年１月１日。 

 条例第５４条第６項の改正規定につきましては、農地法等の一部を改正す

る法律の施行日になっています。 

 第２条につきましては、町民税に関する経過措置でございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 



－39－ 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第３３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第３３号は可決されました。 

 次に、日程第１９ 議案第３４号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第３４号 甲良町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○小川税務課長 議案第３４号 甲良町国民健康保険税条例の一部改正につい

てご説明を申し上げます。 

 付則第３項でございます。上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険

税の課税の特例でございまして、配当所得を有する場合は総所得金額に配当

所得を加えて所得割を算定するというものでございます。 

 付則第４項でございます。長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特

例でございまして、付則第３項の追加に伴う項ずれでございます。それと、

租税特別措置法の改正による引用規定の追加でございます。 

 付則第５項、短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例でございま

して、付則第３項の追加に伴う項ずれと付則第４項改正に伴う読みかえ規定

の改正でございます。 

 付則第６項、株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例
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でございまして、同じく付則第３項に伴う項ずれでございます。 

 付則第７項でございます。上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰

越控除に係る国民健康保険税の課税の特例でございまして、上場株式等に係

る譲渡損失の損益通算および繰越控除を行った場合の配当所得については損

益通算および繰越控除を行った後の金額に読みかえて課税額の所得割を算定

するというものでございます。 

 付則第８項につきましては、見出しの削除でございます。 

 それから、付則第９項、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰

越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例、第９項から最後の付則第１４

項、条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例でございますが、こ

れはいずれも付則第３項および付則第７項の追加に伴う項ずれでございます。 

 付則といたしまして、施行日でございますが、この条例は平成２２年１月１

日から施行するものでございまして、付則第３項の改正規定、付則第４項の

改正規定につきましては平成２２年４月１日から、付則第８項の改正規定に

つきましては平成２３年１月１日からとなっております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 ９番 西澤です。 

 質問の内容は、課税強化がされるのか、それとも軽減されるのかというと

ころであります。その場合、どの層への強化がされようとしているのか、さ

れる内容なのかというところです。ないしは、今回の改正は単純な国の制度

改正に伴って単純な文言整理だけになるのかというところで回答をお願いし

たいと思います。 

 議案３４号の説明文の２ページの上段に、そこの疑問が私、ありますので、

お答え願いたいと思います。 

 改正内容のところで新規追加、上場株式に係る譲渡損失の損益通算および

繰越控除を行った場合のうんぬんがございます。これ、従来は単年度課税で

あったものが、損失をそういった場合、前年度と損益通算ができる。つまり、

課税限度を超えて金額がなるわけですけども、その損失を受ければ単年度で

次の年度は、当年度については損益通算後のわけですから課税分は少なくな

っていくというように理解できるんですが、そういう理解でいいんでしょう

か。この追加の制度内容を説明願いたいと思います。 

○山田議長 税務課長。 

○小川税務課長 まず、今回の税制改正の大きなところは、非常に景気低迷と
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いうことで、生活対策ということが全体的にとられておりまして、逆に強化

というよりは、例えば配当についても、所得等についても、住民税の課税の

率を１年延長するとかいうことになっていますし、それと、今の損益通算、

西澤議員がおっしゃったように、当年度に赤字があってもその場合について

は申告する必要があるんですけれども、通算をして、例えば１９年に赤字を

出しました。２０年に赤字を出しました。次の年は黒字になったというとき

に、損益全部を合算をして、マイナスがあればマイナス、その年に申告です

るという内容になっているのが今の付則第７条の規定でございます。強化と

いうよりも、むしろ全体的に今の生活対策ということで今回の税制改正を見

据えておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。 

○山田議長 よろしいですか。 

 ほかに、質問、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 まず、国の制度改正であるという点がございますが、先ほど税務

課長から説明がありましたように、課税強化ではなくて生活対策ということ

で打ち出された株式の譲渡、短期譲渡、長期譲渡、先物取引にかかわる雑所

得等々、そういう生活にかかわって勤労所得で得た所得は対象に今回されて

いないというように思うんです。そういう点では、短期譲渡、それから長期

譲渡、それから株式の譲渡等は資産の売却にかかわります。当然このことを

営業にして、このことをなりわいに生活をされている方がございますが、総

じて安定がされ、そして、そういう方々については別の所得がある方も多い

わけです。そういう点では、これだけを軽減の対象にしているという点では、

私ども生活対策とするならば、国民健康保険に対する国庫の支出金をもとに

戻す、つまり１９８６年だったと思いますが、その年度に戻して国庫金を増

やして、市町村の国保運営に支援を行うという財政措置の方がうんと市町村

の町民は潤っていくということを申し述べて、これについては容認できない。

反対討論といたします。 

○山田議長 ほかに討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第３４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 
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（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 よって、議案第３４号は可決されました。 

 ここで、昼の休憩にしたいと思います。午後の再開は１時３０分からお願

いします。 

（午後 ０時００分 休憩） 

（午後 １時４０分 再開） 

○山田議長 それでは、昼の休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

 日程第２０ 議案第３５号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第３５号 甲良町国民健康保険条例の一部を改正する条

例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○小川税務課長 議案第３５号 甲良町国民健康保険条例の一部改正について

ご説明を申し上げます。 

 まず、付則第２項の次に次の１項を加えるというものでございます。 

 まず、見出しですが、平成２１年１０月から平成２３年３月までの間に出

産に係る出産育児一時金に関する経過措置でございます。 

 まず、３項でございますが、被保険者が平成２１年１０月１日から平成２３

年３月３１日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての

第８条の規定の適用については、同条第１項中「３５０，０００円」とある

のは「３９０，０００円」とするものでございます。 

 付則といたしまして、この条例は、平成２１年１０月１日から施行するも

のでございます。 

 ２項については経過措置でございます。よろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 ２点ございますので、よろしくお願いします。 

 １つは、付則の中に書いています２１年１０月から平成２３年３月までの
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期間に限定をした理由についてご説明願いたいと思います。 

 もう一つは、３５万から３９万に増額をされていますが、もともとの３５

万についても、また３９万の増額をされた金額についても、国の補助措置が

あるのか、それとも町独自の財源で賄わねばならないのか、その２点です。

よろしくお願いします。 

○山田議長 税務課長。 

○小川税務課長 まず、１点目でございますけども、今回の改正内容でござい

ますけども、まず、出産に係る被保険者の経済的負担を軽減するということ

と、それから緊急の少子化対策の一環ということで一時金が見直しされると

いうことで、今後については引き続き検討しているというような状況でござ

います。 

 それと、補助でございますけれども、町の一般会計の方からのルール分と

して３分の２はいただいて、あと保険の特別会計の方で３分の１を負担する

という内容になっておりまして、国からの特別の補助とかというものではあ

りません。 

○山田議長 西澤議員。 

○西澤議員 ９番 西澤です。 

 念のためにお聞きしますが、今後検討という方向ですが、限定をされたこ

とについては何が意味があるのかという質問なんです。これが１点と、それ

から、一般会計、２つ目の出産一時金の支給についての財源は、全く国から

の補填、補助、財源裏打ちはなしと。一般会計から繰り出して特別会計に出

すということで特別会計から３９万が今回支出されるわけですけども、国の

補助は一切ないという理解でいいんでしょうか。 

○山田議長 税務課長。 

○小川税務課長  今回の限定ということでございますけれども、とりあえ

ず１０月から２３年３月３１日までということで、今の時点を限定された理

由というか、とりあえず緊急の少子化対策ということもございますし、今後

はおそらく、予想では、わかりませんけれども私自身としても引き続きこう

いう制度はあった方がいいと思っていますけども、とりあえず今のところは

限定されているということでの国の方の改正に伴う改正ということでござい

ますのでご理解いただきたいということと、それから、補助の関係ですけど

も、先ほど言ったようにルール分でいただいて、３分の２をいただいて、国

保の会計から３９万保障するという内容のものでございます。 

○山田議長 よろしいですか。 

 ほかに質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 ９番 西澤です。 

 賛成討論です。国の一時的、限定的な子育て支援の補助策だというように

思いますが、これが、今子育てしにくい環境、状況がある中で、わずかであ

りますけども４万円の増額にされて限定的な措置として出されました。これ

が今後子育て支援を新政権も中心のメニューとして打ち出していますので、

そういう点を町の行政としても後押しをし、それから私たち国民の側も後押

しをして、これが継続的な子育て支援策、それから出産手当の増額がさらに

進んで子育てがしやすい環境をつくる１つになればというように希望して賛

成討論です。 

○山田議長 ほかに討論はございませんか。 

 宮嵜議員。 

○宮嵜議員 ６番 宮嵜です。 

 私も賛成討論ということで、これはへ理屈抜きでええ政策だと思いますわ。

補足的に、これを知らないご父兄方がいるとあきませんので、広報等で大き

く見出しを出すようにしていただきたいと思います。それと、議会だよりの

方でも大きく、今回のこの議会のこの部分は特に大きく載せていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○山田議長 ほかに討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第３５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第３５号は可決されました。 

 次に、日程第２１ 議案第３７号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第３７号 甲良町デイサービスセンター「せせらぎ」の

指定管理者の指定につき、議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 
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 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 議案第３７号 甲良町デイサービスセンター「せせらぎ」

の指定管理者の指定につき、議決を求めるものでございます。 

 第２４４条の２第６項の規定に基づきまして議決を求めるというものでご

ざいます。 

 まず、１、公の施設の名称でございます。甲良町デイサービスセンター「せ

せらぎ」。 

 ２、指定管理者、犬上郡甲良町大字在士３５７番地の１、社会福祉法人 甲

良町社会福祉協議会会長、山﨑義勝氏。 

 ３、指定期間でございます。平成２１年１０月１日から平成２５年３月３１

日までの期間でございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 今回、改定で協定の議決をいたすわけですけども、１点だけお尋

ねしておきたいと思います。指定管理者の社会福祉協議会の会長、山﨑義勝

氏、そして、町長、山﨑義勝氏というようになっています。この点について

は同一人物と結ぶことについてどう考えるかという見解をお尋ねしたいもの

であります。 

 以前、社協の事情で一時的、限定的な任務だというように説明をされてい

たというように思いますが、そういう点で社協の業務は確かに共通性、それ

から甲良町の福祉業務の一端を担うという点がございますが、独立した団体

運営という点もございますし、こういうように甲良町と、それから社会福祉

協議会が独立した団体同士の協定を結ぶ、契約を結ぶという内容ともなって

いますので、その点では附属する団体でないことから望ましい状態ではない

というように私は思っておりますが、その点についての見解を求めておきた

いと思います。 

○山田議長 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 それは西澤議員の見解でございまして、例えば、うちが

指定管理者としてお願いするのは現社会福祉法人の社会福祉協議会でござい

ます。「せせらぎ」の当然トップの管理者でもございます山﨑義勝氏と当然の

ことながら契約をしていきたいというふうに思っているところでございます。 
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○山田議長 ほかに質問、ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第３７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第３７号は可決されました。 

 次に、日程第２２ 議案第３８号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第３８号 甲良町デイサービスセンター「けやき」の指

定管理者の指定につき、議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 では、議案第３８号 甲良町デイサービスセンター「け

やき」の指定管理者の指定につき、議決をお願いするものでございます。 

 同じく第２４４条の２第６項の規定に基づき、お願いをするものでござい

ます。 

 記として、１の公の施設の名称でございます。甲良町デイサービスセンタ

ー「けやき」。 

 ２、指定管理者でございます。犬上郡豊郷町大字八目１２番地、財団法人

豊郷病院理事長、成宮秀男でございます。 

 ３の指定期間でございます。平成２１年１０月１日から平成２５年３

月３１日まででございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 西澤議員。 
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○西澤議員 この議案も更新の内容の議決だというように思いますので、過去

に「けやき」についての管理運営、契約上にさまざまな課題もありますし、

問題点もあったかと思いますが、また、それぞれの運営者の努力によって前

進をしている面もございます。その点で簡潔に、この契約内容の履行につい

て課題などございましたら、簡潔にご報告願いたいと思います。 

○山田議長 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 特に一生懸命やっていただいているということで課題は

ないのでございます。１８年度から３年が経過をしたということで、非公募

により指定管理をしたところでございます。その３年間、事故もなく、経営

的にも安定をされているということで、今度再申請をされてヒアリングした

結果、良好と認めましたので、引き続き継続しての指定管理をしていきたい

という思いでお願いをしているところでございます。 

○山田議長 ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第３８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第３８号は可決されました。 

 次に、日程第２３ 議案第３９号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第３９号 甲良町グループホーム「らくらく」の指定管

理者の指定につき、議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 議案第３９号 甲良町グループホーム「らくらく」の指
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定管理者の指定につき、議決を求めるものでございます。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づきまして、議会の議決をお

願いするものでございます。 

 記として、１、公の施設の名称、甲良町グループホーム「らくらく」。 

 ２、指定管理者、犬上郡豊郷町大字八目１２番地、財団法人豊郷病院理事

長、成宮秀男。 

 ３、指定期間、同じく平成２１年１０月１日から２５年３月３１日までと

なっております。 

 以上です。よろしくお願い申し上げます。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 ３９号についても更新議決だというように思いますので、過去の

取り組み等について課題や、それから含めて評価についてどう見ておられる

かということをご報告、簡潔にお願いいたします。 

○山田議長 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 これも先ほどと同じく何ら問題もなく、また、結構人気

もありまして、県内外からも視察に訪れるような施設でございます。引き続

きこちらの方も指定管理をしてお願いしたいというほどに思っている施設で

ございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○山田議長 ほかに。 

 西澤議員。 

○西澤議員 昨今、福祉関係の業務に携わるスタッフの方々の過重労働や賃金

体系の待遇の改善が求められています。そういう点で、このグループホーム

「らくらく」、以前、前の「けやき」とも関連しますが、そういう点でも関係

者の努力は大変なものだろうと思いますが、その点での状況やご意見などが

ありましたらご報告願いたいと思いますが、いかがですか。 

○山田議長 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 そういうとこら辺のことは今のところ確認もとっており

ませんので、お答えすることはできませんのでご了承願いたいと思います。 

○山田議長 ほかに質問、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 
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○西澤議員 賛成討論です。 

 ３８号とも関連をしますが、指定管理に基づいて、また非公募ということ

で状況を極めている、状況をよく理解をされている業者、特に近隣の業者の

方であります。そういう点で、さまざまな課題があると思いますが、先ほど

も質問の中で言いました福祉関係の従事者の処遇について、合理化のみを求

めるだけではなくて十分なる保障と待遇改善がさらに進むことを求めまして、

また、そういう状況がどうなのかということも行政当局としてヒアリングな

どを工夫していただいて、改善に向けて両者努力いただくことを希望をして、

賛成討論です。 

○山田議長 ほかに討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第３９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第３９号は可決されました。 

 次に、日程第２４ 議案第４０号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第４０号 甲良町農村総合整備モデル事業分担金徴収条

例を廃止する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 産業振興主監。 

○茶木産業振興主監 議案第４０号 甲良町農村総合整備モデル事業分担金徴

収条例を廃止するものでございます。 

 廃止理由といたしましては、平成５年度から平成１７年度まで取り組んで

まりました農村総合整備モデル事業が完了したものでございます。 

 事業内容といたしましては、農業用排水路施設、ほか６事業、すべて

で１１１の事業が完了したものでございます。総額事業費につきまして

は１０億７，１００万円をもって完了したものでございますので、よろしく
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お願いをします。 

 以上です。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第４０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第４０号は可決されました。 

 次に、日程第２５ 議案第４１号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第４１号 町道の廃止および認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 建設課長。 

○若林建設課長 議案第４１号 町道の廃止及び認定についてご説明申し上げ

ます。 

 まず、町道の廃止でございます。道路法第１０条の規定により、次のとお

り町道を廃止するものをお願いいたします。 

 路線番号１８６、路線名、長寺南部第２期宅造内３号線。起点、大字長寺

熊物、終点、大字長寺熊物。幅員は、最大６．５メートル、最小６．５メー

トル、延長は３２．５メートルでございます。 

 続きまして、町道の認定についてでございます。道路法第８条第２項の規

定により、次のとおり町道を認定するものをお願いするものでございます。 

 認定路線は３路線でございます。路線名、３７５号、長寺南部第２期宅造

内３号線。起点、大字長寺字熊物１３３８番３２地先、終点、長寺字熊
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物１３３９番５０地先。幅員、最大６．５メートル、最小４メートル、延長

は１３１メートル。 

 続きまして、路線名３７６号、尼子礼敬所２号線。起点、大字尼子字礼敬

所１２０６の２２、終点、大字尼子礼敬所１２０８番の２１。幅員は、最大

が６メートル、最小６メートル、延長は９５メートルでございます。 

 続きまして、路線名３７７号、池寺寺道線。起点は、大字池寺寺道１９番

の２、終点は、大字池寺寺道１５番の１。幅員は、最大が３．１メートル、

最小が２．２メートルで、延長は２０５メーターでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 ２点ございます。 

 １つは、確認ですが、廃止の１８６号路線というんですか、長寺南部第２

期宅造内３号線はいったん廃止をして認定のところで延長線が延びて、地図

上のここに行くというので廃止をされているんだと思います。そこの確認で

す。それが１つです。 

 それから、２つ目は、町道というのは総じて公道から公道へ抜ける道、あ

るいは袋小路であってもその先が不特定多数なり、それから複数の住居があ

ったり、利用者があるというところが認定をされていくんだというように思

いますが、路線番号でいきますと３７７についてはお寺へ行く１つの道とい

うことで、公道から公道に抜けるということではなくて、１寺社の利用に資

するところで私道の性格が強いというように思いますが、今回認定になった

いきさつについてお尋ねをいたします。 

○山田議長 建設課長。 

○若林建設課長 １番目のことでございますけども、長寺南部第２期宅造内３

号でございますけども、西澤議員のおっしゃるとおりにいったん廃止をしま

して、この区間、少しわずか工事ができていなかった部分が工事ができまし

たので、町道から町道へつなぐ１つの路線として新たに認定するものでござ

います。 

 ２点目でございます。この池寺寺道線でございますけども、名神高速道路

の高架を含む道路でございまして、今後道路の管理の上で高度な改修が必要

なことと、また、湖東三山自然歩道の起点であることから、西明寺への観光

客の数も多いのと、それと、湖東三山自然遊歩道の起点の場所からその下の

方に、今はちょっと荒れ地になっているんですけども、個人の所有の、当時

は水田だったと思う箇所もございますので、ただ西明寺だけの道路ではない
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ということで、一応公共性が高いということで今回認定をお願いするもので

ございます。 

○山田議長 西澤議員。 

○西澤議員 そうしますと、以前の議案で、この路線にあります３７７の路線

の名神の上にある橋の補強工事でしたか、それが予算で出ていました。その

予算で出ていたいきさつで私、質問したことがあるんですが、名神の管理か

ら町に移すということだったと思いますが、それで間違いがないかどうか。

それを踏襲して町道の認定に格上げをしたということで理解すればいいんで

しょうか。 

○山田議長 建設課長。 

○若林建設課長 名神からの移管の問題ですけども、これは昭和４０年、ちょ

っと今手持ち資料がないので、当時の昭和４０年、名神ができた後すぐに町

の方に高架は移管されておるところでございます。この高架の工事をするの

には、補修工事をするのに国の方から補助金をいただくのには町道の認定が

なければできないということでございましたので、３月の議会のときにその

ような説明をさせていただいたと思っております。 

○山田議長 ほかに質問はございませんか。 

 藤堂与三郎議員。 

○藤堂与三郎議員 この認定のところでお聞きしたいんですけれども、３路線、

最大幅、幅員が最大幅、最小幅、延長幅がそれぞれ違うんですけども、認定

の基準として町は最小で幅員が何ぼ、最大が何ぼ、延長が何ぼという基本的

な考え方はないんですかね、それは。 

○山田議長 建設水道主監。 

○中山建設水道主監 今、町道認定の基準に関するご質問でございますけども、

町道の中でも１級、２級、幹線的な町道とその他町道という部類でございま

す。先ほどの西澤議員のご質問もありましたけれども、１、２級につきまし

ては公道から公道なりの基準もあるわけでございますけれども、その他につ

きましては町の方での公共性の高さなり、必要性を町長の認めるところで認

定をいただいていると。幅、長さ等についての確たる基準は持っておりませ

ん。ただ、防災道路なり、新たに新設する道路につきましては、４メートル

という基準でのものについての施工を行うと。現道のものについては、こう

いう公共性等についての判断でさせていただいているような次第でございま

す。 

○山田議長 藤堂与三郎議員。 

○藤堂与三郎議員 １、２、３とあるというような説明でしたけれども、そう

すると、私道として利用していた道路がありますね。それを公共の用地でみ
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んなが通り抜けをしていて、完全なる区民なら区民の私有道路になっている

と。これ以上私道としての維持管理が難しい場合は町道認定という形でお願

いができるというふうにとれるんですけれども、その辺、どうなんでしょう。 

○山田議長 建設水道主監。 

○中山建設水道主監 通常の道路に関しましては、町道以外に法定外道路とい

うことで通常呼ばれています里道という公共性の高い道路もございます。町

道認定につきましては今回３７７号は建設課長の方からもありましたように、

非常に管理に高度な技術が要る。また、名神高速道路の上にかかっている橋

が甲良町の方に移管されていて、甲良町直接の管理橋であるという特殊な事

情から、ちょっと幅員が狭いものでありますけれども、国・県の補助金をい

ただいての改修の必要性から町道認定を行うものでありまして、通例今ほど

ご質問がありました道路、公共で利用されている道路等につきましての町道

格上げという部分についてはそれなりの議論なり、協議が必要かと思います。

通例ではちょっと難しいのではないかと考えております。 

○山田議長 よろしいですか。 

 ほかに質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 質疑の中で答弁がありまして、新たに私自身も認識を新たにした

ところですけども、町道の基準の１、２、３があるということについても、

書面上で私どももいただいて、その基準が恣意的に運用されないように、も

ちろんそういうことにはなっていませんけども、町民的にはまだまだ町道が

それぞれの字内では少ないところも多数残っています。そういう点で公道か

ら公道というのが大体の常識になっていますので、こういう認定基準で設け

てそれぞれ特異性で審査をしているということも明らかにしていただいて、

そういうことを求めまして、この議案については賛成討論といたします。 

○山田議長 ほかに討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第４１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 
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 起立全員であります。 

 よって、議案第４１号は可決されました。 

 次に、日程第２６ 議案第４２号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第４２号 琵琶湖東北部広域市町村圏協議会規約の変更

につき、議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務主監。 

○野瀬総務主監 議案第４２号 琵琶湖東北部広域市町村圏協議会規約の変更

につき、議決を求めることについてでございます。 

 今回、東浅井郡虎姫町および湖北町ならびに伊香郡高月町、木之本町、余

呉町および西浅井町が、長浜市との編入合併により平成２１年１２月３１日

をもって琵琶湖東北部広域市町村圏協議会から脱退することに伴っての議決

をお願いすることでございます。 

 それでは、本文をお願いいたします。 

 第３条中「虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町」を削

る。 

 第６条中とありますのが委員の構成人数でございます。「３人」を「１人」

には副会長、委員「２８人」を「１６人」に改めるものであります。 

 ９条第２項中とありますのが、副会長の人数を３人から１人に減じたこと

によりましてあらかじめ副会長を指定する必要がなくなったために「会長が

あらかじめ指定した」を削るものであります。 

 付則、この規約は、平成２２年１月１日から施行するものであります。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を認めます。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですので、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第４２号を採決いたします。 
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 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第４２号は可決されました。 

 次に、日程第２７ 議案第４３号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第４３号 滋賀県後期高齢者医療広域連合規約の変更に

つき、議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 議案第４３号 滋賀県後期高齢者医療広域連合規約の一

部を改正する規約についてご説明申し上げます。 

 これも同じく合併に伴うもので、本文第１条でございます。滋賀県後期高

齢者医療広域連合規約の一部を次のように改正をするというもので、第７条

第１項中、これは議員の定数を定めたものでございます。「２６人」を「２０

人」に改める。別表第１中「多賀町」、あと、以降、虎姫から西浅井町を削除

するというものでございます。 

 第２条の関係では、第７条第１項中「２０人」、これも議員の定数でござい

ます、を「１９人」に改めるというもので、「安土町」を削除するものでござ

います。 

 付則として、１、この規約中第１条の規定は平成２２年１月１日から、第２

条の規定は同年３月２１日から施行するものでございます。 

 ２の平成２２年度の共通経費の算定の基礎となる高齢者人口割および人口

割の算定にあたっては、長浜市および近江八幡市については合併される町の

数値を、合算した数値をもって当該各市の数値とするという付則事項でござ

います。 

 以上です。よろしくお願い申し上げます。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第４３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第４３号は可決されました。 

 次に、日程第２８ 議案第４４号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第４４号 滋賀県市町村職員退職手当組合規約の変更に

つき、議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務主監。 

○野瀬総務主監 議案第４４号 滋賀県市町村職員退職手当組合規約の変更に

つき、議決を求めることについてでございます。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成２１年１２月３１日をも

って滋賀県市町村職員退職手当組合から下記の地方公共団体を脱退せしめ、

滋賀県市町村職員退職手当組合を別紙のとおり変更することにつきまして、

地方自治法の定めにより議決をお願いすることでございます。 

 第５条第１項中とありますのが、組合の議員でございます。「１８人」を

「１４人」に改める。別表第１中「虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余

呉町、西浅井町」、「、伊香郡病院組合」、「、伊香郡衛生プラント組合」およ

び「、伊香郡民会館管理組合」を削る。別表第２の３区の項を次のように改

める。「３区、米原市、１人、１人」でございます。 

 付則といたしまして、この規約は平成２２年１月１日から施行するもので

ございます。どうぞよろしくお願いします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第４４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第４４号は可決されました。 

 次に、日程第２９ 議案第４５号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第４５号 滋賀県市町村職員退職手当組合規約の変更に

つき、議決を求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務主監。 

○山田議長 議案第４５号 滋賀県市町村職員退職手当組合規約の変更につき、

議決を求めることについてでございます。地方自治法の定めにより議決をお

願いするものでございます。 

 別表第１中「安土町」を削る。別表第２中「安土町」を削る。 

 付則といたしまして、この規約は、平成２２年３月２１日から施行するも

のであります。よろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はございませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 議案第４５号について討論いたします。 

 さきの４２号から４３、４４号とも共通することを申し述べておきます。
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この議案のもととなった配置分合については容認しがたいものがございます。

しかし、自治体の消滅を予定したものでありますので、このことについては

整合性を持たせなければなりません。そういう点から賛成討論であります。 

○山田議長 ほかに討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第４５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第４５号は可決されました。 

 次に、日程第３０ 議案第４６号から日程第３５ 議案第５１号までの６

議案を一括議題といたします。議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第４６号 平成２１年度甲良町一般会計補正予算（第３

号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 議案第４７号 平成２１年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 議案第４８号 平成２１年度甲良町老人保健医療事業特別会計補正予算

（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 議案第４９号 平成２１年度甲良町下水道事業特別会計補正予算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 議案第５０号 平成２１年度甲良町介護保険特別会計補正予算（第１号）。 
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 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

 議案第５１号 平成２１年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 日程第３０ 議案第４６号は総務課長、日程第３１ 議案第４７

号は税務課長、日程第３２ 議案第４８号は保健福祉主監、日程第３３ 議

案第４９号は建設水道主監、日程第３４ 議案第５０号および日程第３５ 

議案第５１号については保健福祉主監から順次提案説明を求めます。 

 総務課長。 

○山本総務課長 それでは、議案第４６号 平成２１年度甲良町一般会計補正

予算（第３号）についてご説明申し上げます。 

 お開きをいただきたいと思います。 

 今回の補正につきましては、６，６７５万円を追加いたしまして、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ３９億４，３３４万３，０００円にお願いするもの

でございます。その内容につきましては第１表 歳入歳出予算補正で、地方

債の補正については第２表で説明をいたします。 

 １ページ、ご覧いただきたいと思います。 

 歳入でございます。８款 地方特例交付金、補正額１７８万８，０００円

の追加、９款 地方交付税２，２４３万３，０００円の追加、１３款 国庫

支出金１，３６３万３，０００円の追加、１４款 県支出金５３１万９，０００

円の追加、１６款 寄付金３３万４，０００円の追加、１７款 繰入金３２５

万５，０００円の追加、１８款 繰越金１，１９６万８，０００円の追加、１９

款 諸収入７６７万７，０００円の追加、２０款 町債３４万３，０００円

の追加、歳入合計、補正前予算額３８億７，６５９万３，０００円、補正

額６，６７５万円を追加いたしまして、補正後の予算額を３９億４，３３４

万３，０００円にお願いするものでございます。 

 続いて、３ページの歳出でございます。 

 ２款  総務費、補正額７９９万円の追加、３款 民生費１，９３４

万４，０００円の追加、４款 衛生費４６７万４，０００円の追加、６款 農

林水産業費４６３万２，０００円の追加、７款 商工費１８７万６，０００

円の追加、８款 土木費１，４５５万１，０００円の追加、９款 消防費１５５

万４，０００円の追加、１０款 教育費１，２５２万９，０００円の追加、１２
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款 公債費１４０万円の減額、１３款 諸支出金１００万円の追加、以上、

歳出合計は歳入合計に同じでございます。 

 続きまして、６ページをお開きいただきたいと思います。 

 第２表の地方債補正でございます。臨時財政対策債 補正前の限度額でご

ざいます。２億２０万円、補正後２億５４万３，０００円、３４万３，０００

円の増額をお願いいたしまして、補正後は４億２，５６４万３，０００円に

お願いするものでございます。 

 以上でございます。 

○山田議長 税務課長。 

○小川税務課長 議案第４７号 平成２１年度甲良町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。 

 今回、２，２２８万５，０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総

額を９億５６９万１，０００円にお願いするものでございます。内容につき

ましては第１表でご説明をいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、歳入、１款 国民健康保険税９９７万円の減額、３款 国庫支出

金３５２万１，０００円の減額、５款 県支出金１８２万５，０００円の追

加、９款 繰越金３，３９５万１，０００円の追加、歳入合計、補正前の額８

億８，３４０万６，０００円、今回２，２２８万５，０００円を追加いたし

まして、歳入合計９億５６９万１，０００円でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳出、３款 老人保健拠出金３８８万円の減額、４款 介護保険納付

金９６８万７，０００円の減額、５款 共同事業拠出金２，１７８万６，０００

円の追加、６款 保健事業費３６万５，０００円の追加、８款 諸支出

金１，１５６万８，０００円の追加、１０款 後期高齢者支援金等５３

万９，０００円の減額、１１款 前期高齢者納付金等１１万４，０００円の

追加、１２款 予備費２５５万８，０００円の追加、歳出合計は歳入合計と

同額でございます。 

 以上でございます。 

○山田議長 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 議案第４８号 平成２１年度甲良町老人保健医療事業特

別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 今回、予算の総額に歳入歳出それぞれ３２６万１，０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ６５１万３，０００円とお願いするものでございます。 

 では、第１表によりご説明申し上げます。 

 まず、歳入、１款 支払基金交付金１４６万６，０００円の追加、２款 国
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庫支出金１５９万８，０００円の追加、３款 県支出金１０万円の追加、５

款 繰越金９万７，０００円の追加、以上、歳入合計が補正前３２５

万２，０００円、補正額は３２６万１，０００円の追加で６５１万３，０００

円にお願いするものでございます。 

 次のページの歳出でございます。 

 ３款 諸支出金３２６万１，０００円の追加、歳出合計は歳入合計と同額

でございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○山田議長 建設水道主監。 

○中山建設水道主監 議案第４９号 平成２１年度甲良町下水道事業特別会計

補正予算（第１号）についてご説明させていただきます。 

 今回、６６９万８，０００円を追加いたしまして、補正後総額それぞれ、

歳入歳出それぞれ５億２，０６１万９，０００円とお願いするものでござい

ます。款項の区分等については第１表にて説明させていただきます。 

 歳入の部でございますけれども、款２ 繰入金、補正額１００万円の追加、

款５ 繰越金５６９万８，０００円の追加、歳入合計といたしまして、補正

前の額５億１，３９２万１，０００円、補正額６６９万８，０００円の追加、

補正後合計といたしまして５億２，０６１万９，０００円でございます。 

 続きまして、歳出でございます。２ページをお願いいたしたいと思います。 

 款１ 総務費１５０万円の追加、款４ 予備費５１９万８，０００円の追

加、歳出合計につきましては歳入合計と同額でございます。 

 以上でございます。 

○山田議長 保健福祉主監。 

○山﨑保健福祉主監 議案第５０号、５１号と引き続きご説明申し上げます。 

 平成２１年度甲良町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてご説明

申し上げます。 

 今回、予算の総額にそれぞれ１，３５０万４，０００円を追加し、総額を

それぞれ５億６，５５０万７，０００円とお願いするものでございます。 

 では、第１表によりご説明申し上げます。 

 歳入の部、６款 繰入金４７万３，０００円の追加、７款 繰越金１，３０３

万１，０００円の追加、歳入合計が、補正前５億５，２０５万３，０００円、

今回１，３５０万４，０００円の追加をお願いし、５億６，５５５万７，０００

円にお願いするものでございます。 

 裏ページの歳出でございます。 

 １ 款  総 務 費 ４ ７ 万 ３ ， ０ ０ ０ 円 の 追 加 、 ６ 款  諸 支 出 金 ３ ４ １

万９，０００円の追加、８款 予備費９６１万２，０００円の追加、歳出合
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計は歳入合計と同額でございます。 

 引き続きまして、議案第５１号 平成２１年度甲良町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算第１号についてご説明を申し上げます。 

 今回、総額にそれぞれ６０万９，０００円を追加し、歳入歳出それぞ

れ５，９５８万１，０００円とお願いするものでございます。 

 では、第１表によりご説明を申し上げます。 

 まず、歳入の部、３款 繰入金３２万円の追加、４款 繰越金２８

万９，０００円の追加、歳入合計、補正前が５，８９７万２，０００円に、

今回６０万９，０００円の追加をお願いし、５，９５８万１，０００円とお

願いするものでございます。 

 裏ページの歳出でございます。 

 ２款 後期高齢者医療広域連合納付金６０万９，０００円の追加、歳出合

計額は歳入合計額と同額でございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですので、これで質疑を終わります。 

 ここでお諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第４６号から議案第５１号までの６議

案につきましては、会議規則第３９条第１項の規定によりまして、お手元に

配布いたしておきました議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山田議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 ここで、しばらく休憩いたします。 

（午後 ２時４０分 休憩） 

（午後 ３時００分 再開） 

○山田議長 それでは、休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

 次に、日程第３６ 議案第５２号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第５２号 滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び滋賀県市町村議会議員公務災害補償等

組合規約の一部変更に関する協議について。 
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 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務主監。 

○野瀬総務主監 議案第５２号 滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び滋賀県市町村議会議員公務災害補償等

組合規約の一部変更に関する協議についてでございます。地方自治法の定め

により議決をお願いするものでございます。 

 平成２１年１２月３１日をもって減少する地方公共団体、虎姫町、湖北町、

高月町、木之本町、余呉町、西浅井町であります。 

 本文の第６条第１項中、組合の議員でございます。「１９人」を「１３人」

に改める。別表第１を次のように改める。「３市１３町」から６町が削減され、

「３市７町」に。別表第２を次のように改める。「１３市１３町」の議長から

「３市６町」の議長に構成変更するものであります。 

 付則、この規約は平成２２年１月１日から施行するものであります。よろ

しくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第５２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第５２号は可決されました。 

 次に、日程第３７ 議案第５３号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第５３号 滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び滋賀県市町村議会議員公務災害補償等
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組合規約の一部変更に関する協議について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務主監。 

○野瀬総務主監 議案第５３号 滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び滋賀県市町村議会議員公務災害補償等

組合規約の一部変更に関する協議について、地方自治法の定めにより議決を

お願いするものであります。 

 平成２２年３月２０日をもって減少する地方公共団体、安土町であります。 

 第６条第１項中「１３人」を「１２人」に改める。別表第１を次のように

改める。「安土町」が削られ、「３市６町」に、別表第２を次のように改める。

「安土町議会議長」が削除され、「３市６町の議会議長の構成」となるもので

ございます。 

 付則、この規約は平成２２年３月２１日から施行するものであります。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質問を認めます。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第５３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第５３号は可決されました。 

 次に、日程第３８ 議案第５４号を議題といたします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○村田事務局長 議案第５４号 損害賠償の額を定めることについて。 

 上記の議案を提出する。 
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 平成２１年９月９日。 

 甲良町長。 

○山田議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務主監。 

○野瀬総務主監 議案第５４号 損害賠償の額を定めることについてご説明い

たします。 

 人身事故による損害を次のとおり賠償するものでございます。 

 相手方、住所、滋賀県犬上郡甲良町大字尼子２３７１番地３、氏名、松宮

喜代子さん。 

 事故の概要であります。平成２１年７月１３日午前１０時３０分ごろ、拡

大紙芝居の格納だなを作成するため、図書館職員が公用車にて資材を購入し、

自宅へ工具を取りに帰る途中、彦根市葛籠町の交差点で自転車で北進中の女

性に接触し、相手方を確認しながらもブレーキをかけましたが間に合わず、

頭部と左手打撲、右ひざ打撲および挫創を負わせました。 

 ３番の損害賠償額でございます。１５万６，０５８円でございます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

○山田議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 ９番 西澤です。 

 何点か質問をいたします。 

 １つは、事故の概要のところにあります、公用車にて資材を購入しという

ようになっています。購入先をどこに行ったのかというのが１つであります。

そして、もう一つは、月曜日は図書館は休みだというように思いますが、休

日出勤の届がされていたのかどうか。私用と公用とが非常に区別しにくい状

況をつくり出していると思いますので、その答えをお願いします。 

 もう１点は、被害者であります松宮さんについては、現在治療中であるか

どうかです。頭を打撲をしているというのは、私も交通事故の経験がありま

すが、軽い、ころんと打ったような本人の自覚であっても、頭部のことです

から首にも衝撃が来ます。そういう点ではなかなか治療しにくい病状がある

と思いますが、現在の治療状況と、それからけがの程度についてご報告を願

いたいというように思います。 

 それから、もう一つは、事故の現場ですけども、私も現場は承知している

ところで、格納庫、倉庫のような大きな建物がありまして、東進をする町の

職員と北進をする自転車、これはいつも通いなれていればいるほど危ない場

所であるというので注意をする必要があるところです。ちなみに東進ですの

で、右側に格納庫がある。後の三方については障害物がないところなんです
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ね。そういう点では、これ、格納庫があって、自転車が来ること、つまり北

進する車なり、それから自転車なり、通行者をいつも確認をする必要がある

んですが、そういう点では過失割合が１０対ゼロというように言われました

ので、その点での状況ですね。急ぎをすればいったんとまれや注意が怠ると

いうのが常識だというように思いますが、そこで、当人はどういう反省をし

ているのかというところ、事情聴取をされていますので、どういう心境で、

事故を起こしたことについてどういう受けとめ方をしているのかというのが

質問でありますので、よろしくお願いします。 

○山田議長 総務課長。 

○山本総務課長 まず、何点かおっしゃっていただきましたので、漏れており

ましたらまたご指摘をいただきたいと思います。 

 購入先ですけれども、これはナフコでございます。高宮というんでしょう

か、ナフコに資材を購入しに行ったと。拡大紙芝居の収納だなのための資材

をナフコに買いに行って、それから自宅の方へ戻ってくるという中での事故

となったということでございます。 

 ２点目ですけども、月曜日休館やのにということでおっしゃっていただき

ました。実は、その前の日なんですけども、図書館に不審者が入って、その

対応をというふうなことで、その不審者の内容報告、どのような対応をした

かということを、月曜日は休みでありましたけども教育委員会に報告をする

ということで教育委員会の方と連携をとりまして報告をしに行っておりまし

て、その後、ちょっと収納だなをということで仕事の延長線上でやってしま

おうというふうなことだったということでございます。 

 現在の治療の程度とおっしゃっていただいたわけですけども、ちょうど７

月１３日、友仁山崎の方にかかってくださったわけです。特には、ちょうど

その事故の現場に彦根署の消防署員が消火栓の点検ということでいてくださ

ったということで事故の内容やらを見ていただいて救急車、あるいは警察の

方に対応をしていただいたというふうに聞いております。その診断書、山崎

の診断書でいきますと、１週間程度の加療でという見込みやということでご

ざいました。現在は示談が成立したというふうなことでございますので、一

応のものは、状況は改善しているというふうなことは思っております。 

 続いて、なぜこの事故に至ったかということでございますけども、当人の

方の調書の方で確認をさせていただいてますと、当然、前の日に図書館で事

件が発生していると。そのような対応処理で自分が出向いているというふう

なことやら、いろいろと教委からの指導もあって、そのことを思いながら運

転をしていたということで注意が少し散漫になったというふうなことから事

故につながったものというふうなことでこちらの方は聞いているわけでござ
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います。本人は十分に大変なことをしてしまったということで反省もしてお

りますのでご了解をよろしくお願いしたいと思います。 

○山田議長 西澤議員。 

○西澤議員 答弁の中で、私が聞きましたのは、その中で出勤扱い、つまり月

曜日ですのでこれは公務災害の公務による町の保険を、町村保険でしたです

か、正式名称は忘れましたが、そういう公的制度の保険を活用するわけです

から、ここで出勤扱いになっていたのかというのが先ほどの質問でありまし

た。その出勤扱い、不審者の次の日なので、その対応で教育委員会へ出向き

ということなんですが、出勤扱いの手続ですね、正式なそういうことがされ

ていたのか。その場合はどんな手続をするものか。普通ですと、出勤簿、そ

れから休日出勤の命令書、上司ですのでどういう形でされるのかわかりませ

んが、その状況がどうだったのかというのが質問です。 

 もう１つは、これは本人の注意散漫だというところですが、やはり不規則

な業務、つまり突然そういうように拡大芝居の格納庫を作成、今日してしま

おうと。ついでにということではないと思いますが、かなり急いでいたので

はないかと。つまり、いつも通る本人から見れば、いつも通る道なんですよ

ね。それがこういうような事故を起こしてしまう。私も時々通りますが、必

ず北進が来るということを想定してほとんどとまりながら回ります。徐行し

ながら回ります。そういう点からも反省の度合い、文章で出ていれば、その

文章の内容をご報告願えればというように思います。２点です。 

○山田議長 総務課長。 

○山本総務課長 １点目の公務扱いかということでおっしゃっていただいた件

でございますけども、私どもの方は公務扱いということで思いをいたしてお

ります。当然、前日の事故の関係での報告事項で出ておりますし、教育委員

会の方でも課長あるいは教育長対応というふうなことになっておろうかと思

いますので、その部分についてはそのような扱いをさせていただくというこ

とでございます。 

 もう１点の不規則な業務やでということでもおっしゃっていただいたんで

すけども、長年拡大紙芝居については収納だなができていないということで

長年放置されていたというふうなことで大分気を病んでいたというふうなこ

とも聞いておりますので、この機会にということで行ってくれたのがこうい

うような事故につながったということで解釈をいたしております。 

○山田議長 ほかに質問はございませんか。 

 藤堂与三郎議員。 

○藤堂与三郎議員 今、西澤議員の質問とも関連するわけですけども、間接的

にお聞きしたいんですけども、拡大ボランティアの方が収納庫の要望をした
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のは随分前の話だと聞いておりますし、８月のボランティア活動のときには

まだ格納庫ができていなかった。現在はできているのかどうかも確認をして

いただきたいし、それから、それほど図書館の館長というのは過酷な労働を

強いているのかどうか、その辺も私ははっきり聞きたいなというような思い

がしますので、事故とは関係のない間接的な質問になりますけども、いかに

過酷な労働を町長は強いているのかという思いがしますので。 

○山田議長 教育長。 

○藤原教育長 今、ピンポイントで話を突き詰めていくと、そういうような意

味にもとれそうにも感じますけども、決して私たち教育委員会としては図書

館長に重労働を課しているというような認識は、私は持っておりません。 

 ただ、先ほど勤務の様態というようなことがございましたけども、今説明

した形式を見ると、形としては勤務の体系ということで、私もその日、８

時１０分前ぐらいに別の会議がありまして行ってましたら、そのときに館長

が来て、私にこういう事実があったんだというような報告を８時前に言って

きました。すぐ教育委員会へ行って対応するようにというようなことを言っ

て先ほどの話につながっていくんだろうと思います。随分その前日の事故の

ことについてショックを受けていたよということはその場から十分推測がで

きました。 

 今ご質問がございましたように、過酷さというような点についてはなかっ

たかもしれませんが、たまたま私たちよくやるようなことで、ついでにこれ

をやっておこうという、前から気になっておったことやからやっておこうと

いうようなとこら辺で善意に私は解釈をしているんですけど、しかし、これ

からこういうような事件が起こると大変なことになりますので、やはりきち

っと緊張感を持って勤務するように指導もしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○山田議長 藤堂与三郎議員。 

○藤堂与三郎議員 過酷な労働を強いていないということなので、その点は了

解いたしますけども、先ほど全員協議会でも質問しましたけれども、拡大紙

芝居の格納庫をつくる道具といたしましては、草刈り機が要るわけやなし、

特殊な道具が要るわけではない。総務課に当然大工道具的なものは保管され

ていると思います。課外の貸し出しは総務課、縄張り争いで禁止しているの

かというようなことを聞いたんですけども、それは自由に貸し出ししてもら

わんと、私物を使って公用の作業をするというのは、私はどうも感心しませ

んので、今後の対応をお願いしたいと思います。 

○山田議長 総務課長。 

○山本総務課長 前回藤堂議員さんの方からも草刈り機や剪定ばさみ、そのほ
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かの工具関係について役場にてそろえておくべきではないかというご指摘を

いただきました。当人、今回は電動のこぎりと電動ドリルを取りに行ったと

いうふうなことでございましたけども、そのぐらいの程度、よく聞いてみま

すと、ある程度品ぞろえもできるというふうなことも考えますので、ご指摘

をいただいたことを十分に心しまして、役場で準備できるもの、そろえられ

るものについてはそろえていくといった体制で臨みたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○山田議長 藤堂与三郎議員。 

○藤堂与三郎議員 ７月１３日から今日まで随分日があります。先ほど確認い

たしました、教育長に再度お聞きしたいんですけども、今現在、収納庫はで

きていますか。 

○山田議長 教育長。 

○藤原教育長 ちょっと掌握してないんですけど、確認をしておきたいと思い

ます。 

○山田議長 ほかに質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 西澤議員。 

○西澤議員 車と自転車の事故であり、そして、自転車が過失をして突進をし

てきた事故では、状況から見てありません。そういう点から、職員が起こし

た事故という点で私どもも重く受けとめて、改善すべきところが、教訓を引

き出してしていく必要があるというように思います。被害を受けた方が、頭

のことですので後遺症、つまりむち打ち症のような状況を呈する場合もござ

います。もちろん示談は後遺症が発生をした場合というのがただし書きに多

分載っているというように思いますが、そういう点でも誠実な町側の対応が

求められているというように思います。 

 同時に、月曜日であり、先ほど藤堂議員の質問の中にもありました、公務

の仕事を私有物を取りに帰って完成させるという行為そのものがやはり理解

しにくいところでありますので、そういう工具を町が備えていないというこ

とではないと思いますので、勤務の継続性、また公の仕事をしているという

自覚からこの教訓を引き出して、きちんとそろえるものはそろえる、そして、

自宅に帰る、これ、館長さんですので館長が館長に報告することにはならな

いと思いますが、自宅に帰ることを多分報告していないというように思いま

すが、その上司に報告していないというように思いますが、そういう勤務の

状況が改善されることを求め、そして、本人の反省の上に立って、行政職員
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としての処罰、きちんと、これはペナルティーをかけるというのが目的では

ありませんので、全体で仕事を全体の奉仕者として律するというのが大きな

役割ですので、その立場に立って指導をしていただくことを求めて、被害者

への賠償請求でありますので、賛成討論であります。 

○山田議長 ほかに討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○山田議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第５４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○山田議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第５４号は可決されました。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（午後 ３時２３分 散会） 
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